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新型コロナウイルス感染症に関する情報（週報） 
 

千葉市のデータは千葉市発表の千葉市民に関するものです。                   ９月３０日版 

 
 

 

１　感染の状況（先週比）９月２２日～９月２８日 ステージⅢ ステージⅣ

 21.6人 （△22.1人） － －

 15.4人 （△15.7人） 15人以上 25人以上

  5.9％ （△3.4㌽） 5％以上 10％以上

　　※直近７日間の感染経路不明率については、調査中です。

　　※陽性率は速報値のため、後日更新される場合があります。

２　医療提供体制の負荷（先週比）

    79人 （△62人） － －

療養者数  　236人 （△259人） － －

10万人あたり   24.0人 （△26.3人） 20人以上 30人以上

注１）  千葉市の人口は　983,211人　（令和３年４月１日）　　　注２）  １（１）、２（１）以外は政府の指標

参考　　千葉県の病床使用率 千葉県の数値

（１）千葉県 病床使用率 　　９月２８日時点（先週比）  25.5％ （△14.3㌽） 20％以上 50％以上

（２）千葉県 重症病床使用率 ９月２８日時点（先週比）  27.7％ （△10.1㌽） 20％以上 50％以上

（１）千葉市 入院者数　９月２８日時点

（２）千葉市 現在の療養者数 ９月２８日時点

　　　（重症５人、中等・軽症等２３１人）

千葉市の数値
指標

（１）新規感染者数（直近7日間平均）（151人÷7日）

（２）新規感染者数（直近7日間合計　人口10万人あたり）

（３）陽性率（１週間平均）９月２０日～９月２６日　※

１ 

公開 



９月２８日時点  
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ステージⅣ

ステージⅢ

4/28まん延防止等

重点措置区域に指定

※ 感染者数は千葉市発表分から市外在住者分を除いたものです

8/2緊急事態宣言発出

千葉市感染者 日次公表数と７日間合計（人口１０万人あたり）推移  
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９月２６日時点  

 

1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 262331
2 1 11 1 0 1 2 0 2 9 2334293641323630193552424259436048

22
737079

47
86

145
197

247

581

496
447

337

180161148127115127
95

129
10384

206

139
184

112134
10793

1219810798
142

174

251

525

1013

1424

1601

1735

1338

884

504

296

93

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

※公表済みの人数のみを集計しているため、後日更新される場合があります。

（人）

市内感染者の発生状況（確定日）  
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９月２６日時点 
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陽性率(%)検査実施者数

検査結果判明日

医療機関等（民間検査機関等）総数 環境保健研究所総数 陽性率

※医療機関等（民間検査機関等）の検査実績等は、報告までにタイムラグがあるため、上記のデータは速報値です。後日、数値が更新される場合があります。

市内の検査場所別の検査実施数及び陽性率  
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感染者の年代別内訳  

全期間を通じて、感染者に占める割合は２０代

が２５．３％と多く、１０万人あたりの感染者

数は３，８９２人です。 

５ 

10歳未満
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10代

13.2%

20代
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30代

16.9%

40代

19.0%

50代

14.4%

60代

4.2%

70代以上

4.0%

直近２週間（令和3年9月13日～9月26日）
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政府対策本部会議資料抜粋

新型コロナウイルス感染症対策本部(第77回）
j 1 r
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日時：令和3年9月28日（火）

17時00分～17時20分

場所：官邸4階大会議室
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資料1

資料2

資料3

厚生労働省提出資料

新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示

（案）

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（案）

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更案(新旧対照表）

新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組（概要）

新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(案） ‘

新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済支援策の全体像，

水際措置の見直し

資料4－1

資料4－2
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釦

最近の感染状況等について

令和3年9月28日（火）

厚生労働省

【 国内事例】括弧床 合和3年9月27円24時時害

※ユ チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から（退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から） 、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げた
ものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。

※2 新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3 一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ペースでウェプ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ペースの差分としている。

前日の検査実施人数が確毘できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。

※4 PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として
改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。

※5 国内事例には、空港・海港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
※6 一部の都道府県における重症者数については、都府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
※7 令和2年7月29日から順次、抗原定量検査を実施しているため、同検査の件数を含む。なお、空港・海港検疫の検査実施人数等については、公表日の前日の0時時点で計上している。

r

【上陸前事例】括弧内は前日比 ′
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那覇港出港時点の人数。 うち日本国籍の者1‘341人

船会社の医療スタッフとして途中乗船し、 PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いてい

退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
37名が重症から軽～中等症へ改善(うち37名は退院）
この他にチャーター便で帰国後、令和2年3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が1名いる。 1

1
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都道府県別新規陽性者數（自治体公宝価） （空港検疫､ﾁｬｰﾀｰ便､クルーズ船案件を除く）

残1過去分の恨告施司か皿については.08琶円知IF掴妾F潤可画十卜1 .握

繋2人口10万対の人歓は､錨元年10月1日現在の即道府喋別掘針人口【陸厩劣1により耳出している
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…療養を要する者■■■重症者“倍〉一新謬島往者日別(16倍）一新親陽性者7日間移動平均“倍）－新規死亡者(7艮濁移動平均)(ZCC倍〉一重症者蓋合 ※()壷は1選悶離の数璽

※1 チャーター便を除く国内事例。令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げ
たものに変更した。

※2 重症者割合は、集計方法を変更した令和2年5月8日から算出している。重症者割合は「療養を要する者」に占める重症者の割合。
※3 療養を要する者.･重症者と新規陽性者及び新規死亡者は表示上のスケールが異なるので（新規陽性者及び重症者数は10倍、新規死亡者は20略に拡大して表示） 、比較の場合には留意が必
要。

※4 －部の都道府県においては、重症者数については、都道府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（lCU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
※5集計方法の主な見直し：令和3年5月19日公表分から沖縄県について、令和3年5月26日公表分から大阪府・京都府について、重症者の定義を従来の自治体独自の基準から国の基準に変更し集一
計を行った。
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全国の新規感染者数(報告日別)は､直近の1週間では10万人あたり約14.年齢別に10万人あたりの感染者数をみると､50代
以下が中心。 、･認, ． ．‘ ・

新規感染者数の減少に伴いく療養者数や重症者数も減少が継続している｡また､死亡者数(※)は緩やかな減少傾向に転じて
いる6公衆衛生侭制｡医療提供体制についても改善傾向にある。
実効再生産数::全国的には､直近（9/9時点）で0.64と1を下回る水準が続き、首都圏・関西圏はともに0.65となっている皿

、 ，(※)各自治体が公表している数を集計したもの｡公表日ベース｡、 。 ：． ~ ｡ "． 、 ： ゞ ;：
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兇感染者数の数値は､報告日ベースC 司間合計･の対人ロ10万人‘
■坪

近の’采状況の盲

!＜今後の見通しと必要な対策＞

: b今回の感染拡大はデルタ株の影響や夏休みなどの影響によると考えられるが､これまで市民や事業者の感染対策への協力、
i "夜間滞留人口の減少､ワクチン接種率の向上､医療機関や高齢者施設でのｸﾗスター感染の減少などにより､緊急事態措置

i 区域及びまん延防止等重点措置区域を含め､全国的に感染者数の急速な減少が続いている｡これにより､療養者数や重症者
； 数も着実に減少し､医療提供体制･公衆衛生体制は改善傾向にある。

; ・今後もワクチン接種が更に進むことによる効果が期待される一方､9月の連休における移動の増加や大学等の学校再開などに
i より普段会わない人との接触機会が再び増えることや､感染者数が減少したことに伴う安心感が人々の行動変容につながるこ
； とで接触機会が増えることによ肌新規感染者数のリバウンドにつながる懸念もあり､これを注視していく必要がある。
; ・これまでの全国的な感染拡大により､医療提供体制･公衆衛生体制に大きな負荷がかかった｡なお多くの重症者がいる地域も
； あり､一般医療への制限も伴っていることを踏まえれば､必要な対策を徹底してできるだけ感染者数を減少させることが必要。
i また-対策の緩和を検討する際には､地域の状況に応じた段階的な対応を図ることが求められる｡さらに､感染リスクの高い場
： ミ所において感染が循環‘維持される可能性があるため､そのような場における対策を徹底することが必要。
： ．引き続きワクチン接種を進めることが求められるが､それに伴い感染者の病態像は変化しつつあり､今後の感染再拡大に備
； え､それに適合した医療提供体制･公衆衛生体制の強化を進めることが求められる｡また､ワクチン接種が先行する海外におい
； て､感染が再拡大している事例にも留意する必要がある｡なお､この秋冬のｲﾝﾌﾙｴﾝゲ流行を見据えた準備も必要。 ’
1 ・

I★基本的な感染対策の徹底を

； ｡既にワクチンを接種した方も含め､外出せざるを得ない場合も遠出や大勢で集まることを避け､混雑した場所や時間など感染
； ” 'ﾘｽｸが高い場面を避けること｡改めて､正しいﾏｽｸの着用､手指衛生4ゼロ密(1つの密でも避ける)や換気といった基本的感
； 染防止策のほか､業種別ガｲドﾗｲﾝの再徹底､職場での感染防止策の継続､従業員がﾜｸﾁﾝを受けやすい環境の提供､会
i 議の原則オンライン化とテレワーク推進を徹底すること｡引き続き､ワクチン接種を積極的に進めるとともに､少しでも体調が悪
iければ検査･受診を行うこと。 ：
;★最大限に効率的な医療資源の活用を

； 地域の医療資源を最大限活用して､一般医療への影響を最小限に抑えつつ､コロナ医療に必要な医療を確保することが求
1 ．められる｡今後も冬に向けて更に厳しい感染状況が生ずるという前提で､地域全体の医療提供体制の在り方の整理や臨時の
;医療施設･入院待機施設の整備､自宅｡宿泊療養の体制強化､医療人材確保の仕組みの構築などについて､早急に対策を進
i める必要があること。
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会議資料

首都圏
(1都3県）

東京では､新規感染者数は減少が続いており､約18.入院者数と重症者数も減少している｡病床使用率は3割を切り､重症病床使用率
は5割を切る水準｡新規感染者に占める60代以上の割合は11％､入院者では32％､重症者では38％｡8月以降､入院者や重症者に占
める60代以上の割合が増加傾向にあることに注意。自宅療養者･療養等調整中数も減少が続き､約18･埼玉､千葉神奈川でも､新規
感染者数は減少が続いており､それぞれ約16,15,16.病床､重症病床の使用率は減少が続き､特に病床使用率はいずれも約3割一

沖縄 新規感染者数は約47と全国で最も高い水準だが､今週先週比が0.50で､減少が続く一方､未成年の割合が上昇｡病
用率は減少が続いており､いずれも3割台の水準｡自宅療養者･療養等調整中数も減少が続き､約58。

床､重症病床の使

関西圏 大阪では､新規感染者数は減少が続いており､約31．入院者数も減少が続いており､病床使用率は3割台の水準｡重症者数も減少が続
くが､5月のピーク時をやや下回った水準。自宅療養者･療養等調整中数も減少が続き､約38･滋賀､京都､兵庫でも､新規感染者数は
減少が続き､それぞれ約10,15,21．いずれも､病床使用率は約3割｡夜間滞留人口は､大阪､京都､兵庫､滋賀で増加に転じている。
特に､兵庫､滋賀では足元での増加が見られ､新規感染者数の動向に注視が必要｡その他､奈良､和歌山でも新規感染者数は減少が
続き､それぞれ約15，7． ，

中京。

東海
愛知では､新規感染者数の減少が続いており､約20.入院者数も減少が続いており､病床使用率は3割台の水準｡自宅療養者･療養等
調整中数も減少が続き､約42･岐阜､静岡､三重でも減少が続き､それぞれ約13,8,8.いずれも､病床使用率は､岐阜､三重で2割台、
静岡で1割台の水準｡夜間滞留人口は､愛知では増加に転じ､三重では増加が続く｡新規感染者数の動向に注視が必要。

北海道 新規感染者数は減少が続き､約8(札幌市約12)。入院者数も減少が続き､重症病床使用率は2割を切る水準が継続。

九州
L

福岡では､新規感染者数は減少が続き､約13.入院者数も減少が続き､重症病床使用率は2割を切る水準が継続｡夜間滞留人口は、
増加に転じており､新規感染者数の動向に注視が必要｡その他九州各県では新規感染者数の減少が続いている。

その他の
地域

○緊急事態措置対象地域:茨城､栃木､群馬､広島では､新規感染者数は減少が続き､それぞれ約11,12,9,10.病床使用率は､茨城、
栃木､群馬で2割台､広島で1割台の水準｡夜間滞留人口は､群馬では増加に転じ､栃木では増加が続く｡新規感染者数の動向に
注視が必要。

○重点措置対象地域:宮城､福島､石川、岡山香川では､新規感染者数の減少が続き､それぞれ約7，3，6，5，4。
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○検査体制の動向(検査数､陽性者割合）
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○重症者数の動向（入院者数(対受入確保病床数）

9/8 9/15

(入院者数(対受入確保病床数）

9/159/8 9/22 9/22

全国 22,335人(55.5％） 、↓， 17,330人(42.5％） 、↓， 12,708人(31.4%) ､し

北海道 737人(37.0%) 、↓， 526人(26.4%) 、し 408人(20.5%)4
L■ ■■ ■⑫． ｡ ■ ■ 唖

埼玉 ： 1，283人(69.3％） 、』′ 1，149人(61.2%） 、" . 855人(45.7%)J,

千葉 915人(62.ﾕ%） 、レ フ83人(52.7%） 、j 582人(39.2%) ､1，
re伊Hb a B 四" ▽ a ~ ﾛビ ﾏ ﾛ2 ■ ﾖ ｰ ﾛ ﾆ d 』 ■

東京 ” ，3,954人(60.1%) ､" . 3,059人(46,5%) 、↓， 2#028人(30.8%) ､j
身

神奈川 1，568人(69.6％） 、1， 1，258人(56.4%） 、↓ 978人(43.5%)↓
ﾛ ･ ﾛ 吟 酷 ←

ﾒ
､ j ･

忠 一 4 . L

： 4. . 『 J

愛知､. 、 ": 1,010人(64.3%) '1､& ､911人(52.9%) ↓ 、709人(41,2%)J

京都 480人(74.5%） ′1， 353人(47.8%） 、" 260人(35.2%) ､』，
ゞ ‘ ？ ． ~~ ~ . ‘ 男 ． ‘ ゞ 穆

淵大阪 & : 2,303人(70.1%).. 1、 "2,017人(60.5%) J, 。 ， #1>876人(55,5%)q'
. P . 罐. ． ､ . 公一 一 一 一

兵庫 876人(70.8%） 、L 76ﾕ人(56.1%) 、j 544人(40.1%) ､1，
J

■ ■■ ■ロ ー ー ュー ゴ L d■ L ■ e 四■F 四 m ■ ■ ■ 印 ■幸 少 『、

874人(59:3%） ↓ ： ：715人(48.5%)． ↓福岡 531人(36.0%) ､l,
. 母. : 〈 : ., " ． .-画 ." を 、 “，

沖縄 687人(81.4%） 、↓， 515人(59.7%） ↓ 387人(45.9%) ､1，

3,030人(52.8%)今

26人(18.2%） ↑

143人(60.6%〉↓

112人(72.7%） 、1,

1,09ﾕ人(90.4%） 、↓，

235人(81.0%） 、1，

97人(57.1%〉↑

87人(57.2%） ↓

613人(49.6%）今
. ,”、． '

85人(59.9％） ↑

36人(〃.7%） 、↓，
q 鴇 P

130人(88.4%) 'T

2,454人(42.4%） 、し

26人(18.2%） 今

ユユ3人(47.9%） 、し

84人(54.5％） 、1,

918人(76.ﾕ%） ，､』，

ユ61人(55ユ%） ↓
‐ ； ． ． ･懇 ．

. 80人(43.7%) ' ､1，

74人(46.0%） 、』，

､531人(41.7%) 、↓，

66人(46.5％） 、↓，

， 29人(14.3%） 、↓，
. ，ど鼻. .

82人(58.6%) J,

1，805人(31.2%） 、1，

18人(12.6%） 、レ

ー 89人(37.7%), ､1，
． が ､

68人(44.2%） 、↓，
P ，

､631人(52.3%) ､し

122人(43.7%） ↓

、 64人(35.0%)_､L

40人(24.8%） 、し
.P， _ 吟 一 ・ ~ ，

窯323人(33.0%)､､j

59人(41.5%) j,

32人(15.8%l,

66人(47.ﾕ％） ↓

※「入院患者数の動向｣は､厚生労働省｢新型コロナｳｲﾙｽ感染症患者の療養状況､病床数等に関する調査｣による｡この調査では､記載日の0時時点で調査･公表している。
↑は前週と比べ増加、 ↓は減少､→は同水準を意味する。
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※人口10万対の人数は、令和元年10月1日現在の都道府県別推計人口(総務省）により算出している 16

新規感染者数（1週間移動合計）の推移［その他6］ （対人口10万人） 2021/4/1～2021/9/27(人）
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全国の新規陽性者数等及び高齢者のワクチン接種率

（人）
4/7～5/25緊急事態宣言
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・ 新規陽性者数（全年代･人） …菫症者数（全年代･人） …死亡者数（全年代･人）

－新規陽性者のうち65歳以上の割合（％） 一･ ･ ‘･'"高齢者ﾜｸﾁﾝ接種率（1回目･％） …‘･…･高齢者ﾜｸﾁﾝ接種率（2回目･％）
－新規陽性者のうち医療従事者の割合（％）

※新規陽性者数､重症者数及び死亡者数については､令和2年5月8日から（死亡者については同年4月21日から） 、ヂｰﾀｿｰｽを厚生労働省力把握した個票を積み上けたものから､各自治体がｳｴプｻｲﾄで公表している数等を積み．
上けたものに変更。 こ

※｢新規陽性者数のうち65歳以上の割合｣は､HER-SYSに登録されている陽性者のうち､65歳以上の者の割合。

※｢新規陽性者のうち医療従事者の割合｣は､HER-SYSに登録されている陽性者であって､職業欄に何らかの記載がある陽性者のうち､職業が｢医師･歯科医師｣､｢看護師･准看護師｣又は｢医環従事者｣と入力されている者の割合。
※新規陽性者数（全年代） 、新規陽性者のうち65歳以上の割合､新規陽性者のうち医療従事者の割合は､直近7日間の移動平均の値。
※｢高齢者ﾜｸﾁﾝ接種率｣は､65歳以上に対するﾜｸﾁﾝ接種回数を65歳以上人口（出典：令和3年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） ）で除したもの。 20

感染防止対策の 亮支援・コロナ患者診療に系“凪孟凶| , , ！ ．』

○医療、介護、障害福祉における感染症対策について、
する。申請手続は、できる限り簡素な方式とする。

そのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続

○加えて、医療機関等における新型コロナ患者への診療に対する診療報酬上の特例的な対応を更に拡充する。

1各施設・事業所における感染防止の支援の継続
望

国直接執行の補助金により、以下のとおり実施

・病院･有床診療所(医科･歯科） 10万円上限

・無床診療所(医科･歯科） ゞ 8万円上限

・薬局、訪問看護事業者、助産所6万円上限

地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1％特例の
対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施

・平均的な規模の介護施設において、 6万円上限
※サービス別等に補助上限を設定

※医療系の介護サービスを行う医療機関等（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所）に
医療の補助金が支給される場合は､ ‘当該補助金で対応

令和3年10月1日から12月31B

までにかかる感染防止対策に要す
る費用

都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1％特例の対

象としていた全ての障害福祉サービス等事業所に対して実施

・平均的な規模の入所施設において、 3万円上限
※サービス別等に補助上限を設定

※障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所に、医療又は介護の補助金が支給さ
れる場合は、当該補助金で対応

21
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感染防止対策の椋支援・コロナ患者診療に係る特例評価の拡充

2新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充

恩羅蕊鰯
V疑い患者への外来診療の特例拡充く令和4年3月末まで＞

J（院内ﾄﾘｱｰジ実施料の特例300点→550点
L※診療検査医療機関'こ限定､自治体HPでの公表が要イ

イコロナ患者への外来の特例拡充

［珊嘉…責::;蕊‐量".…' ）

V自宅･宿泊療養者への緊急の往診の特例拡充

脇:惠織辱の場合麓:篭鶚鶚）しその他の場合

､／呼吸管理を行うコロナ患者の口腔粘膜処置に係る

特例（100点）

､／自宅・宿泊療養中のコロナ患者に対し、訪問診療
を実施した場合に係る特例

）330点（時間要件の緩菰（
等

…

V自宅･宿泊療養者への緊急の訪問/電話等による服

薬指導への特例拡充

（訪問:旦旦旦恵、電話等:200点）

V自宅･宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文薑に
V自宅･宿泊療養者への緊急の訪問看護の特例拡充
（520点→ﾕ,560点fa倍))

よる情報提供の特例

（30点(月1回まで)→算定上限撤廃）

※診療報酬における小児外来に係る特例については、以下のとおり支援を継続する。＜令和4年3月末まで＞診療報酬におに

医科：50宝、 調剤： 6点歯科:28点、
22
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(案）

、

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和3年月 日） （新旧対照表）

． （主な変更点）

剰鄙分は改定百F

1

2

13

変更案 現 行

序文

(略）

令和3年9月9BI､主､感染状況や医療提供体制･公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析･評価を行い、

法第32条第3項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療

提供体制等への負荷の軽減が見られる、宮城県及び岡山

県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る9月12,日をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急

事態措置区域を北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡

県及び沖縄県に変更するとともに、北海道､茨城県、栃木

県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

序文

(略）

令和3年9月9日'三、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況についで分析･評価を行い、

法第32条第3項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療

提供体制等への負荷の軽減が見られる、宮城県及び岡山

県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る9月12日をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急

事態措置区域を北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡

県及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃木

県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間を令和3年9月30日まで延長すること

とした 0

また､重点措置区域につい工､同じく令和3年9月9日

には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、富山県、山梨県、

愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県について、まん延防止

等重点措置を実施すべき期間とされている9月12日を

もってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行う

とともに、法第31条の4第3項に基づき、 9月13日以

降については、従前、緊急事態措置区域とされていた宮

城県及び岡山県を追加する変更を行い、また、これらの

県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令

和3年9月13日から令和3年9月30日までの18日間と

し、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島

県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令

和3年9月30日まで延長する旨の公示を行った。

令和3年9月28日に、感染状況や医療提供体制．公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析･評価を行い、

全ての都道府県が緊急事熊浩皆区域に該当しないこルノー

県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間を令和3年9月30日まで延長すること

とした。 .

また、重点措置区域につい工｣空、同じく令和3年9月

9日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、富山県、山梨

県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県について、まん延

防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月12

日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を

行うとともに、法第31条の4第3項に基づき、 9月13

日以降については、従前、緊急事態措置区域とされてい

た宮城県及び岡山県を追加する変更を行い、また、これ

らの県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間

を令和3年9月13日から令和3年9月30日までの18日

間とし、福島県、石川県、香jll県、熊本県、宮崎県及び鹿

児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間

を令和3年9月30日まで延長する旨の公示を行った。

（新設）
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なったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る9月30日をもって緊急事態措置を終了した。

また、重点措置区域についても、同じく令和3年9月

28日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、宮城県、福島

県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島

県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間と

されている9月30日をもってまん延防止等重点措置を

終了する旨の公示を行った。

今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制を

＋二恥謎J堂1 巌全力.4÷一1－←L且÷プ寺」ヘヘー･陣L÷吉堅子、

がら、感染対策と日常生活を両立させることを基本とし

て、政策を展開していくこととする。 また、感染の再拡大

が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等

を講じるものとする。

(略）

引き続き、 「令和3年6月21日以降における取組」 （令

和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部と

りまとめ｡以下｢令和3年6月21日以降の取組｣という｡）

を踏まえ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン接種

の円滑化・加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進め

ていくこととする。また、感染の再拡大が見られる場合

には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じるものと

する ◎

(略）

一 （略）

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針

①～③ （略）

④緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置

区域及び重点措置区域以外の地域の双方を含む｡）に

おいては、感染の早期の再拡大を防止する観点から、

対策の緩和については段階的に行い 、 必要な対策は

ステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。感染の

再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い

感染対策等を講じる。

⑤～⑩ （略）

⑪令和3年9月3日にとりまとめられた分科会の考

え方及び令和3年9月9日に政府対策本部において

とりまとめられた「ワクチン接種が進む中における

日常生活回復に向けた考え方｣を受1t､ワクチン接種

の進捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における

行動制限の縮小・見直し等について、 「ワクチン・検

査パッケージ」の技術実証や地方公共団体や事業者

等との議論存含め国民的議論存准め．旦休ｲk穿准め

－ （略）

一
一 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針

①～③ （略）

④緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置

区域及び重点措置区域以外の地域の双方を含む｡）に

おいては、 対策の緩和については段階的に行い 、 必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続す

る｡感染の再拡大が見られる場合には､速やかに効果

的で強い感染対策等を講じる。

⑤～⑩ （略）

⑪令和3年9月3日にとりまとめられた分科会の考

え方を受け、 ワクチン接種の進捗状況を踏まえ､緊急

事態措置区域等における行動制限の縮小・見直しに

ついて、地方公共団体や事業者等との議論や技術実

証を行い、具体化を進める ｡ (新設）
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る。技術実証に際しては､行動制限の緩和については

特例的に取り扱う。

Eゴ

三新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項

(1） （略）

（2）サーベイランス・情報収集

① （略）

② 、(略）
′

また、これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅

速．円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に

おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者

に対し、 PCR検査等による幅広い検査の実施に向

けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染対策

の強化を図る。感染拡大地域においては､保健所の

判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族など

への検査を促進する。

(削除）
、

三新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項

(1） （略）

（2）サーベイランス・情報収集

① （略）

② （略）

また、これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅

速・円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に

おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者

に対し、 PCR検査等による幅広い検査の実施に向

けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染対策

の強化を図る。感染拡大地域においては、保健所の

判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族など

への検査を促進する。

高齢者施設の従事者等の検査について地域の感染

状況に応じ、当面、集中的実施計画に基づく検査を定

期的に実施するよう求めつつ_子の存り方についてI士

また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

設､保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

握するための健康観察アプリも活用しつつ､迅速に検

査を実施できるよう､都道府県と連携しつつ抗原簡易

キット最大約800万回程度分を確保、配布しており、

その適切な活用を図る･さらに、 政府は､クラスター

の大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から､健康観

察アプリも活用し､医療機関との連携体制の確立を図

りつつ、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対

して、最大約80万回程度分の抗原簡易キットの配布

垂
一
一
一
一
一

空

営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させ

る 。

また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

設､保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

握するための健康観察アプリも活用しつつ､迅速に検

査を実施できるよう､都道府県と連携しつつ抗原簡易

キット最大約800万回程度分を確保し、令和3年6

月から配布を開始したところであり､施設への配布を

加速する。さらに、政府は、 クラスターの大規模化及

び医療のひっ迫を防ぐ観点から､健康観察アプリも活

用し､医療機関との連携体制の確立を図りつつ､大学、

専門学校、高校､特別支援学校等に対して、最大約80
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を7月末に開始するとともに、中学校、小学校、幼稚

園等に対しても、最大約80万回程度分の抗原簡易キ

ットの配布を9月上旬に開始し､発熱等の症状がある

場合には、自宅で休養することや、医療機関の受診を

原則とした上で､直ちには医療機関を受診できない場

合等において､教職員や速やかな帰宅が困難である等

の事情のある児童生徒（小学校4年生以上）を対象と

して抗原簡易キットを活用した軽症状者(発熱､せき、

のどの痛み等軽い症状を有する者をいう｡以下同じ｡）

に対する迅速な検査を実施し、陽性者発見時には、幅

広い接触者に対して､保健所の事務負担の軽減を図り

つつ､迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査とし

て実施する。また、職場においても、健康観察アプリ

も活用しつつ､軽症状者に対する抗原簡易キット等を

活用した検査を実施するよう促すとともに､クラスタ

ーの発生が懸念される職場に関する重点的な取組を

働きかけ､陽性者発見時には､幅広い接触者に対して、

保健所の事務負担の軽減を図りつつ､迅速かつ機動的

にPCR検査等を行政検査として実施する｡これらの

検査に用いる抗原簡易キットについては､迅速かつ適

万回程度分の抗原簡易キットの配布を7月末に開始

するとともに､中学校､小学校､幼稚園等に対しても、

最大約80万回程度分の抗原簡易キットの配布を9月

上旬に開始し、発熱等の症状がある場合には、自宅で

休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、

直ちには医療機関を受診できない場合等において､教

職員や速やかな帰宅が困難である等の事情のある児

童生徒（小学校4年生以上）を対象として抗原簡易キ

ットを活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等

軽い症状を有する者をいう。以下同じ｡）に対する迅

速な検査を実施し、陽性者発見時には､幅広い接触者

に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速

かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施す

る。また、職場においても、健康観察アプリも活用し

つつ､軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した

検査を実施するよ．う促すとともに､クラスターの発生

が懸念される職場に関する重点的な取組を働きかけ、

陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の

事務負担の軽減を図りつう､迅速かつ機動的にPCR

検査等を行政検査として実施する｡これらの検査に用

切に検査が実施されるよう､検体採取に関する注意点

等を理解した職員等の管理下で検査を実施させる｡さ

らに、政府は、抗原簡易キットを薬局で入手できるよ

うにしたところであり、家庭で体調不良を感じる者等

が医療機関への受診を迷う場合などに自ら検査を行

えるようにする。

(略）

③～⑩ （略）

（3）まん延防止

1）～4） （略）

5）高齢者施設等従業者の検査等

特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等

の従業者等に対する検査の頻回実施や、面会に関す

る感染防止策の徹底（オンライン面会の活用等)、高

齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合におけ

る保健所による感染管理体制の評価や支援チームの

派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援

の徹底を行うとともに、政府が行う、現役世代の感

染拡大が懸念される場所、 リスクのある現場等に対

するモニタリング検査拡充への積極的な協力や、区

いる抗原簡易キットについては､迅速かつ適切に検査

が実施されるよう､検体採取に関する注意点等を理解

した職員等の管理下で検査を実施させる。 （新設）

(略）

③～⑩ （略）

（3）まん延防止

1）～4） （略）

5）高齢者施設等従業者の検査等

‘特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等

の従業者等に対する検査の頻回実施や、面会に関す

る感染防止策の徹底（オンライン面会の活用等)、高

齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合におけ

る保健所による感染管理体制の評価や支援チームの

派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援

の徹底を行うとともに、政府が行う、現役世代の感

染拡大が懸念される場所、 リスクのある現場夏季

期間における都市部からﾋ海う首．沖縄県内の空港笙
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零
フいては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

昔置区域及び重点措置区域においては、部活動や

果外活動における感染リスクの高い活動の制限又

ま自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

握等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

ら。また、大学､高等学校等における軽症状者に対

ナる抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全匡

に会前での健康チェック等における活用を含む｡）

p、中学校、小学校､幼稚園等の教職員や速やかな

吊宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学

交4年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨励

するハまた‐教職員や晋験生へのワクチン椿種か

ﾌいては、字生等への注意喚起の徹底（緊急事態

昔置区域及び重点措置区域においては、部活動や

鳴外活動における感染リスクの高い活動の制限又

土自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

E等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

5。また、大学､高等学校等における軽症状者に対

rる抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国

に会前での健康チェック等における活用を含む｡）

p、中学校､小学校､幼稚園等の教職員や速やかな

吊宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学

交4年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨屈

十馬一主士‐封職邑のワウ千シ轄藤童が准す?上弓大

ﾌいては、字生等への注意喚起の徹底（緊急事態

昔置区域及び重点措置区域においては、部活動や

鳴外活動における感染リスクの高い活動の制限又

土自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

E等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

5。また、大学､高等学校等における軽症状者に対

rる抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国

に会前での健康チェック等における活用を含む｡）

p、中学校､小学校､幼稚園等の教職員や速やかな

吊宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学

交4年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨屈

十馬一主士‐封職邑のワウ千シ轄藤童が准す?上弓大

字拠点陵裡を実施すも大字|こ対し、地域の教芦

員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を

望する場合の積極的な協力を依頼するとともに

地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に

字拠点陵裡を実施すも大字|こ対し、地域の教芦

員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を

望する場合の積極的な協力を依頼するとともに

地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に

二℃ふう、

也域の教鴦

冨の轄矛重奏 易合の積極的な協力を

ｷ団体に対し，大規程

10

17

域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の

実施を行うものとする。

6） （略）

7）学校等の取扱い

①文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用し

た学修者本位の授業の効果的な実施による学生等

の学修機会の確保を図る)。部活動、課外活動、学

生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などに

に向かう便の搭乗客等に対するモニタリング検査拡

充への積極的な協力や、区域内の歓楽街等で陽性者

が出た場合の重点的検査の実施を行うものとする。

6） （略）

7）学校等の取扱い

①文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用し

た学修者本位の授業の効果的な実施による学生等

の学修機会の確保を図る)。部活動、課外活動、学

生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などに
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ては、実施者において、感染防止策や追検査等に

よる受験機会の確保に万全を期した上で、予定ど

おり実施する。

②。③ （略）

8）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外

後、重点措置区域とされた都道府県を含む｡）におけ

る取組等

①緊急事態措置区域から除外された都道府県にお

いては、前述したように「対策の緩和については

段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下

に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述10）

に掲げる基本的な感染防止策等（重点措置区域で

ある都道府県においては後述9)に掲げる感染防

止策等を含む｡）に加え、 住民や事業者に対して、

以下の取組を行うものとする。その際、地域の感

染状況や感染拡大リスク等について評価を行いな

がら、対策の緩和は段階的に行う。また、再度、感

染拡大の傾向が見られる場合には、地域における

感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷

の状況について十分、把握・分析を行いつつ、速や

②．③ （略）

8）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外

後、重点措置区域とされた都道府県を含む｡）におけ

る取組等

①緊急事態措置区域から除外された都道府県にお

いては、前述したように「対策の緩和については

段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下

に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述10)

に掲げる基本的な感染防止策等（重点措置区域で

ある都道府県においては後述9）に掲げる感染防

止策等を含む｡)E加え、 「緊急事態宣言解除後の

対応」及び「令和3年6月21日以降の取組」を踏

まえるとともに、 住民や事業者に対して 、 以下の

取組を行うものとする。その際、地域の感染状況

や感染拡大リスク等について評価を行いながら、

対策の緩和は段階的に行う。また、再度､感染拡大

の傾向が見られる場合には、地域における感染状

かに効果的で強い感染対策等を講じるものとす

る 。

・ 当面、法第24条第9項に基づき、外出につい

ては、

修
一

世
一

混雑している場所や時間を避けて少人数で

行動すること

企業における在宅勤務（テレワーク）等の椎

進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応を

行うこと

≧飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間

の対応を行うこと

等の協力の要請を行うこと。

I

Ⅱ

また、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動

に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとと

もに、ワクチン接種を完了していない等リスクの

高い者に対して、検査を勧奨すること。

なお、外出・移動については、感染状況等に応

じ、当該地域における外出・移動の自粛や感染が

拡大している地域卜･の問の蕊動の白志穿專毫寸一

況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況

について十分､把握･分析を行いつつ、速やかに効

果的で強い感染対策等を講じるものとする。

・ 当面、法第24条第9項に基づき、日中も含め

た不要不急の外出の自粛について協力の要請を

行うこと。その後、地域の感染状況等を踏まえ

ながら､段階的に緩和すること。また､B. 1.617.2

系統の変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置

き換わったと考えられることを踏まえ、都道府

県間の不要不急の移動は、極力控えるように促

すこと 。 ●

4
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る等、重点措置区域で適用される措置も参考にし

ながら、その対応について各都道府県知事が滴切

に判断すること ◎

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係

る規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わな

いこと等）については、観客の広域的な移動や催

物前後の活動などで生じる､催物に係る感染拡大

リスクを抑制し、また、催物における感染防止対

策等を徹底する観点などから、主催者等に対し

て、法第24条第9項に基づき、別途通知する目

安を踏まえた規模要件等(重点措置区域である都

道府県においては、人数上限5,000人等。重点措

置区域以外の都道府県においては､緊急事態宣言

解除後1か月の経過措置と して人数上限5,000人

又は収容定員50%以内（ただし、 10,000人を上

限）のいずれか大きい方等｡）を設定し、その要

件に沿った開催の要請を行うこと。また、地域の

感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ

り、開催時間制限の要請を行うこと。

・ 重点措置区域である都道府県においては、法

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係

る規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わな

いこと等）については、観客の広域的な移動や催

物前後の活動などで生じる､催物に係る感染拡大

リスクを抑制し、また、催物における感染防止対

策等を徹底する観点などから、主催者等に対し

て、法第24条第9項に基づき、別途通知する目

安を踏まえた規模要件等(重点措置区域である都

道府県においては、人数上限5,000人等。重点措

置区域以外の都道府県においては､緊急事態宣言

解除後1か月程度の経過措置として人数上限

5,000人又は収容定員50%以内（ただし、 10,000

人を上限）のいずれか大きい方等｡）を設定し、

その要件に沿った開催の要請を行うこと。また 、

地域の感染状況等を踏まえ､都道府県知事の判断

により、開催時間制限の要請を行うこと。

・ 重点措置区域である都道府県においては、法

第31条の6第1項等に基づき、飲食店（宅配・

テイクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮

(20時までとする｡）の要請を行うとともに、酒

類の提供を行わないよう要請すること。ただし、

感染が下降傾向にある場合には、地域の感染状

況等に応じ、都道府県知事の判断で、第三者認

証制度の適用等の一定の要件（別途通知）を満

たした店舗（以下「認証等適用店」という｡）に

おいて19時半まで酒類を提供できることとす

る（また、第三者認証制度の実施の状況、地域の

感染状況等を踏まえ､ ､都道府県知事の判断によ

っては、 21時までの営業（酒類提供は20時ま

で）も可能とする｡)。なお､都道府県は､実効性

ある第三者認証制度の普及と適用店舗の拡大に

努めること。

(略）

(略）

・ 重点措置区域以外の都道府県においては、地

域の感染状況等を踏まえ､法第24条第9項に基

づき‐飲食店に対する営業時間の悔縮の専請存

第31条の6第1項等に基づき、飲食店（宅配・

テイクアウトを除く｡）に対する営業時間の短縮

(20時までとする｡）の要請を行うとともに、酒

類の提供を行わないよう要請すること。ただし、

感染が下降傾向にある場合には、地域の感染状

況等に応じ、都道府県知事の判断で、第三者認

証制度の適用等の一定の要件（別途通知）を満

たした店舗において19時半まで酒類を提供で

きることとする（また、第三者認証制度の実施

の状況、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県

知事の判断によっては、 21時までの営業（酒類

提供は20時まで）も可能とする｡)。なお、都道

府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と適

用店舗の拡大に努めること。

(略）

(略）

・ 重点措置区域以外の都道府県においては、法

第24 条第9項に基づく飲食店に対する営業時

間の窺縮の専誇について{士一 当面．継綜寸為F
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行い、その後、地域の感染状況等を踏まえなが

ら、対策の緩和については段階的に行い、期間

は1か月までを目途とする。

営業時間の短縮の要請については、認証等適

用店については21時まで、第三者認証制度の適

用店舗以外の店舗については20時までとするこ

とを基本とする。酒類の提供については可とす

るが､地域の感染状況等に応じ、重点措置区域で

適用される措置も参考にしながら、各都道府県

知事が適切に判断すること。

。 法第24条第9項に基づき、飲食を主として業

としている店舗において、カラオケを行う設備を

提供している場合、 1か月までを目途として、当

該設備の利用自粛を要請すること 。その上で、地

域における感染状況やワクチン接種の状況､店舗

における感染防止策を踏まえながら､都道府県知

事の判断で緩和を検討すること。また、飲食を主

として業としていない店舗において、カラオケ設

備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気
へ帝J[．生壷母由型牛－24L‐ ・一÷＝二÷0 →一ﾛ

ととし、その後、 地域の感染状況等を踏まえな

がら、段階的に緩和すること。なお、

び対象地域等については、

営業時間及

地域の感染状況等に

応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。

. 法第31条の6第1項又は法第24条第9項に基

’ づき、飲食を主として業としている店舗におい

て、カラオケを行う設備を提供している場合、当

面、 当該設備の利用自粛を要請すること 。その上

で､地域における感染状況やワクチン接種の状況

を踏まえながら、 都道府県知事の判断で緩和を検

計すること。 （新設）

(略） ．

②.③ （略）

9） （略）

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県にお|ナる取組等 、 、

①．② （略）

③都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療

提供体制への負荷の状況について十分、把握・分

析を行い、地域の実情に応じて、 迅速かつ適切に

法第24条第9項に基づく措置等を講じるものとす

る。この場合において、飲食店に対する営業時間

の短縮の要請については、認証等適用店について

は21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店

舗については20時までとすることを基本とする。

特に、 ステージⅢ相当の対策が必要な地域等にあ

っては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な

地域へ移行するよう、取り組むものとする。

(略）

②.③ （略）

9） （略）

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県における取組等

①。② （略）

③都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療

提供体制への負荷の状況について十分、把握・分

析を行い、 8月7日の分科会の提言で示された指

標を目安としつつ総合的に判断し、同提言に示さ

れた各ステージにおいて「講ずべき施策lや累次

の分科会提言（12月11日「今後の感染の状況を踏

‐ 圭えた対応についての分科会から政府への提言」

等）等を踏まえ、 地域の実情に応じて ､迅速かつ適

切に法第24条第9項に基づく措置等を講じるもの

とする。特に、 ステージⅢ相当の対策が必要な地

域等にあっては、速やかにステージⅡ相当の対策

が必要な地域へ移行するよう、取り組むものとす

る 。
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④～⑥ （略） ’

11）予防接種

政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型

コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行うも

のとする。

①～③ （略）

④予防接種の実施体制等については、 令和3年2

月9日の「ワクチン接種について」を踏まえ接種を

円滑かつ効率的に実施する観点に立って行うこと。

なお、1回目に接種した新型コロナワクチンと異な

る新型コロナワクチンを2回目に接種すること（交

互接種）については、新型コロナワクチンの接種を

受けた後に重篤な副反応を呈したことがある場合

等には､必要に応じて行えるものとすること。また、

ワクチンの追加接種（3回目接種）について、政府

において検討を進めること。

⑤。⑥ （略）

⑦ 政府は、 各地方公共団体の接種会場に加え自衛

隊大規模接種センターも活用した接種を実施しつ

つ、職域（大学等を含む）による接種を実施すると

④～⑥ （略）

11） ‘予防接種

政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型

コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行うも

のとする。

①～③ （略）

④予防接種の実施体制や接種順位篝については、

令和3年2月9日の「ワクチン接種について」を踏

まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に立つ

て行うこと。 （新設）

⑤．⑥ （略）

⑦このような原則の下、政府は､_各地方公共団体の

接種会場に加え自衛隊大規模接種センターも活用

した接種を実施しつつ、職域（大学等を含む）によ

ともに、地域接種・職域接種のいずれにもつなが

りにくい者のワクチン接種を推進すること。加え

て、接種を実施する医療機関、医療関係者の確保

に向けて、必要な取組を総動員し、ワクチン接種

の円滑化・加速化を進めること。

12） （略）

13）クラスター対策の強化

①～⑥ （略）

⑦政府は、QRコードを活用した地方公共団体独

自の取組等を踏まえ、 クラスター対策のための効

果的な情報収集・分析・共有の在り方について、今

後、 「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証も活

用し、検討を行う。

14） （略） 。

（4）医療等

ノ

①重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 ．

る接種を実施するとともに、地域接種･職域接種の

いずれにもつながりにくい者のワクチン接種を推

進すること。加えて、接種を実施する医療機関、医

療関係者の確保に向けて、必要な取組を総動員し、

ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること。

12） （略）

13）クラスター対策の強化

へ

①～⑥ （略）

⑦政府は、QRコードを活用した地方公共団体独

自の取組を踏まえ、 クラスター対策のための効果

的な情報収集･分析･共有の在り方、新技術等の活

用及び実効性を上げるためのインセンティブ等の

仕組みについて、パイロット的に特定の地域で実

証することも含め、検討

14） （略）

（4）医療等

を行う。

①重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

・ 療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。
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(略）

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識され

た課題を点検し、 「相談・受診・検査」～「療養先

調整・移送」～「転退院・解除」まで一連の患者

対応が目詰まりなく行われ、病床･宿泊療養施設

が最大限活用されるよう留意しつつ､最近の感染

状況を踏まえた感染者急増時の緊急的な患者対

応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、

政府と都道府県が連携して､感染拡大時に確実に

機能する医療提供体制の整備に引き続き取り組

むこと。特に、ワクチン接種が先行した諸外国で

も大規模な感染拡大が発生していることや､感染

症の流行期である冬の到来に備え､臨時の医療施

設の開設を含め、医療提供体制の点検 ｡強化を行

うなど、医療提供体制の確保に万全を期すこと。

(略）

②～⑦ （略）

⑧この他､適切な医療提供･感染管理の観点で､厚生

労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の事

項に取り組む。

(略）

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識され

た課題を点検し、 「相談・受診・検査」～「療養先

調整・移送」～「転退院・解除」まで一連の患者

対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設

が最大限活用されるよう留意しつつ､最近の感染

状況を踏まえた感染者急増時の緊急的な患者対

応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、

政府と都道府県が連携して､感染拡大時に確実に

機能する医療提供体制の整備に引き続き取り組

むこと。特に、ワクチン接種が先行した諸外国で

も大規模な感染拡大が発生していることや､感染

症の流行期である冬の到来に備え、医療提供体制

の点検･強化を行うなど、医療提供体制の確保に

万全を期すこと。

(略）

②～⑦ （略）

⑧この他､適切な医療提供・感染管理の観点で､厚生

労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の事

項に取り組む。

(略）

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニ

ブについて､必要な患者への供給の確保を図ると

ともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な

治療薬等の開発を加速すること。カシリビマブ・

イムデビマブについては､軽症患者の重症化を防

止することは医療提供体制の確保という観点か

らも重要であることから、必要な患者への供給の

確保を図るとともに､緊急事態措置区域及び重点

措置区域を中心に医療機関にあらかじめ配布す

ることに加え､初期症状のある者の積極的な検査

による感染者の早期把握や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関におけ

る外来・往診による投与の実施など、 医療現場に

おいて投与が必要な者に適切かつ確実に活用で

きるよう取り組むこと。他の治療で使用されてい

る薬剤のうち、効果が期待されるものについて、

その効果を検証するための臨床研究･治験等を速

やかに実施すること。また、重症化マーカーを含

めた重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重

(略）

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニ

ブについて､必要な患者への供給の確保を図ると

ともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な

治療薬等の開発を加速すること。カシリビマブ・

イムデビマブについては､軽症患者の重症化を防

止することは医療提供体制の確保という観点か

らも重要であることから、必要な患者への供給の

確保を図るとともに､緊急事態措置区域及び重点

措置区域を中心に医療機関にあらかじめ配布す

ることに加え､初期症状のある者の積極的な検査

による感染者の早期把握や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関による

外来投与の実施など、 医療現場において投与が必

要な者に適切かつ確実に活用できるよう取り組

むこと。他の治療で使用されている薬剤のうち、

効果が期待されるものについて､その効果を検証

するための臨床研究･治験等を速やかに実施する

こと。また、重症化マーカーを含めた重症化リス

クに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治
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症患者等への治療方法について､現場での活用に

向けた周知、普及等に努めること。

(略）

⑨ （略）

（5） . （6） （略）

療方法について、現場での活用に向けた周知、普

及等に努めること。

(略）

⑨ （略）

（5） . （6） （略）
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新型コロナウイルス感染症対策本部

!O強い感染力を持つデルタ株の影響により、今回の感染は､;これまでになく大きなものであったが､直近では下降傾向b ･ ‘ ‘
○これは、ワクチン接種の進展による社会全体の感染予防効果の底上げ、飲食をはじめ感染リスクの高L轆触の場面の削減等に
よるものと考えられる。

○ワクチン接種の進展によ肌患者像が変化し､さらに中和抗体薬等の開発により、医療施設や医療人材を適切に配置すること
’# ・ 1忽:-定の感染規模蚕あれば､一般医療と調和をとりながら、安定的に患者対応を行うことが可能となる‘ 』 『 … i"!_
:○今後、ワクチン接種を一層進捗させ､医療供給体制をもう－段整備し､感染拡犬に対する社会の耐性を高めながら､日常生活
の制限を段階的に緩和し、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開していく。
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3．子供に対する感染対策等

・王供のそれぞれの居場所における感染対策の周知徹底：
・学校で感染者が確認された場合の対応についての周知や学

校における感染対策への支援

1．医療提供体制の充実・強化について

・陽性となった全ての方に速やかに健康観察・必要な治療

を行えるよう、保健所と地域の医療機関の連携や、往診・

訪問診療・訪問看護やオンライン診療等の体制を強化

・重症化を予防するため、中和抗体薬をはじめとした治療
･学校等における王ニタリング検査や抗原簡易キットの配
希望する教職員や受験生へのワクチン接種の推進
早期探知．早期対応のための学校等での感染者発生の把握
学校等における感染者等への差別．偏見やワクチン接種の

有無による差別°いじめの防止

昨年度実施していた4,学校休業等対応助成金．支援金につ
いて制度を再開し、 9月30日に運用を開始

入院・外来・往診等で投与できる体制を拡大
／

薬を

入院が必要な方が確実に入院できる病床を確保

病床確保に加え､臨時の医療施設や増加する自宅療養者
等への入院待機施設等を充実
コロナ病床を確保する際には、その分一般医療を制限せ

量

ざるを得ないことを踏まえ、

立が図られた体制を構築

コロナ医療と一般医療との両
4． 日常生活の回復に向けて

．例えば、 以下の具体的制限緩和に向け､，･都道府県において、 感染拡大時の医療人材の確保・配置

、

。
〃

三
口
一
一
三
一

調整等を行う体制を確保

2.ワクチンの接種体制について

・ 7月末には希望する高齢者への2回接種を概ね完了。且
。目接種を終えた方は全人口の 5割を超えている。

10月から11月のできるだけ早い時期に、希望する全ての

方への2回のワクチン接種完了を目指す。さらに、若い世
代の方をはじめ、できるだけ多くの未接種の方に接種いた
だけるよう取り組む。

･諸外国の動向や科学的知見を踏まえ、年内の追加接種開
始を想定し、 自治体の体制整備や必要なワクチンを確保

込

、一

実証の枠組の下で、 10月中に人数制限等を緩和

心

理9窓藤 写 新型割回ナウイルス感染症に礫 する今後の取凝 中 卜



資料5－2ノ

新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組

令和3年○月○日

新型コロナウイルス感染症対策本部決定

新型コロナウイルス感染症に対しては、これまでの感染拡大期の経験や国

内外の様々な研究等の知見を踏まえ、感染防止対策、医療提供体制の拡充、ワ

クチン接種の促進を一体的に進めることを通じ、重症者･死亡者の発生を可能

な限り抑制し国民の健康と命を守ることを第一に、同時に社会経済活動を完

全に停止させることのないよう、ポイントを絞って必要な対策を講じてきた。

また、この間、新型コロナウイルスの影響により事業の継続や生活において困

難に直面した方々には、必要な支援策がいきわたるよう努めてきた。

、､

【感染拡大防止策】

感染拡大の防止の基本は､個々人が三つの密の回避､人と人との距離の確保、

‘マスクの着用、手洗いなどの手指衛生､換気等の基本的な感染対策を徹底する

ことであり、加えて、国及び自治体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査

により、感染拡大の起点となっている場所や活動を特定して効果的な対策を

講じること、さらに、人流や人との接触機会を削減することが重要である。
①

これまで改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の措置を使いながら、

専門家の分析等で感染リスクが高いとされた飲食の場面を極力回避するため、

飲食店の時短営業及び酒提供の停止の措置を講じてきたほか、人流や人との

接触機会を徹底的に肖ll減する観点から、外出。移動の自粛、イベント及び大規

模集客施設への時短要請などの取組を進めてきた。

特に、本年の3月下旬以降は、より感染力の強い変異株の出現による急速な

感染拡大に対し､改正法で創設されたまん延防止等重点措置区域における機動

的な対策、ゴールデンウイーク期間中のイベントの無観客開催、大規模集客施

設の休業などの集中的な対策をはじめ、緊急事態宣言等の下で、全国的に度重

なる強い措置を講じてきた。また、強い感染力を持つデルタ株が出現し、 10代

を含めた若年世代にも感染が拡大したことにより、それまでの飲食への対策、

人流抑制の取組のほか､再度の感染拡大の予兆や感染源を早期に探知するため、

PCR検査を用いたモニタリング検査を大幅に強化するとともに、学校における

感染対策を強化する観点から、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽

性者を発見することができるよう､学校等への抗原簡易キットの配布を行って

１

1
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いる。さらに、健康観察アプリを活用し、早期に検査につなげる取組も始まっ

ている。

【ワクチン接種の進展とこれに伴う患者像の変化】

ワクチンについては､本年2月に医療従事者向け接種を開始し､4月に高齢

者向け接種を開始、5月から本格的に接種を進め、4月末には医療従事者の接

種会場への派遣を可能にする他も接種費用への時間外･休日加算相当分の上乗

せや接種回数の多い施設への支援の措置により、 1日100万回を超えるスピ

ードで接種を進めることができ、 7月末には希望する高齢者への2回接種を

概ね完了した。自治体での接種努力に加えて､企業等による職域接種等を行う

ことにより、 10月上旬までに供給されるワクチンは対象人口の9割が接種で

きる数量に達する。

I

ワクチンの総接種回数は、9月26日現在で1億5,000万回を超えている（1

億5949万4782回)。 1回目接種を終えた方は全人口の68．7％（12歳以上の対

象人口比75.4％)、 2回目接種を終えた方は57.2％（同63.2％） と5割を超
えている。

ワクチン接種については、発症予防、重症化予防の効果が期待されており、

海外では一定の感染予防効果を示唆する報告も見られる。日本における発症予

防効果については､ワクチン2回接種14日以降で95％程度とする報告がある。

最も重症化リスクの高い群である高齢者の約9割が2回接種を終えたことも

あり､感染者数の増加に比べ､重症者数､死亡者数の増加は少なくなっている。

今回の感染拡大では、 7月と8月で感染者を10万人、死亡者を8，000人減ら

すことができたとの試算もある。 10月から11月のできるだけ早い時期に、希

(望する全ての方への2回のワクチン接種の完了を目指し､引き続き取組を進め
ていく。

直近では、感染者数の増加に比べ、重症者数、死亡者数の増加が少なくなっ

ていることに加え、感染者数や死亡者数に占める高齢者の割合が低下してお

り、患者像に変化が見られる。また、後述のとおり、医療提供体制の強化が進

められると同時に、陽性者の治療については、中和抗体薬が利用可能となるな

ど、選択肢が確実に増えてきている。こうした中で、日々の新規陽性者数の持

つ意味は相対的に低下してきている。

′、

2

『

26



【医療提供体制の強化】

7月以降も全国で約4,800床の病床と約14,000室の宿泊療養施設を確保す

る等、これまで各都道府県において、感染拡大の経験を踏まえた医療提供体制

の段階的な強化が進められてきた。

また、病床やホテル等の宿泊療養施設の確保に加え、自宅療養等を行う場合

の診療体制の整備や、 MyHER-SYS等の導入の推進による健康観察体制の整備

が進められてきた。国としても、往診や訪問診療、訪問看護の診療報酬の評価
の拡充等を行ってきた。

さらに、 9月27日時点で、入院待機施設は18都道府県53施設、臨時の医

療施設は22都道府県39施設を設置する等、病状悪化時に確実に酸素投与や

治療につなげることのできる体制の整備や酸素濃縮装置の確保の取組を進め

てきた6今後も都道府県等と密接に連携し､これらの取組を支援していく。
I

軽症から中等症(I)の患者を投与対象とするはじめての治療薬として7月

19日に特例承認がなされた中和抗体薬（ロナプリーブ）については、短期入

院による投与や投与後の観察体制の確保等の一定の要件を満たした医療機関

による自宅療養者に対する外来・往診での投与など取組を進めており、これま

で約34,000人に使用されている。中和抗体薬の投与により重症化を防止する
ことは、医療提供体制のひっ迫を防ぐためにも重要であり、引き続き投与体制

の充実を進める。

【今後の取組の方向性】

直近の感染は、足元では下降傾向にあるが、これは、ワクチン接種の進展

による社会全体の感染予防効果の底上げ、感染の主な起点である飲食の場面

における対策の強化をはじめとする感染リスクの高い接触の場面の削減等に

よるものと考えられる｡また、今回の7月からの感染拡大期はこれまでに比

べ陽性者数において非常に大きなものであったが、ワクチン接種の進展によ

り、患者像が変化し、さらに中和抗体薬等が開発されたこともあり、医療施

設や医療人材を適切に配置することで、一定の感染規模であれば、一般医療

と調和をとりながら、安定的に患者対応を行うことが可能となる。

3
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今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう－段整備し、感

染拡大に対する社会の耐性を高めながら、現在適用している日常生活の制限

を段階的に緩和し、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政

策を展開していく。

1 医療提供体制の充実・強化について

今回の感染の波では、強い感染力を持つデルタ株の影響により、想定を上

回るスピード･規模での感染拡大が生じた結果、自宅療養者が急激に増加し、

療養調整･医療提供体制に大きく負荷がかかり、自宅で適切な医療を受けられ

ずに死亡するケースも生じた。今後も感染拡大が反復する可能性があること、

他方で、前述したようなワクチン接種の進展による患者像の変化や中和抗体

薬により重症化の防止が可能となってきたことも踏まえ、今後の医療提供体

制については、次の点を重点として取り組む。 、

. 陽性となった全ての方に速やかに健康観察･必要な治療を提供し重症化を

防止すること

.、 入院が必要な方が確実に入院できる病床を確保すること

・ 病床確保に加え、臨時の医療施設や増加する自宅療養者等への入院待機施

設等を充実すること

･ コロナ病床を確保する際には､その分一般医療を制限せざるを得ないこと

を踏まえざコロナ医療と一般医療との両立が図られた体制の構築を行うこと

、

／

＄

( i )病床の確保、臨時の医療施設・入院待機施設の整備

ワクチン接種の進展等による患者像の変化を踏まえ､急激な感染拡大が起こ

､った場合にも病状に応じて適切な医療が受けられるよう、病床だけでなく、臨

時の医療施設や入院待機施設(入院待機ステーション・酸素ステーション等）

を含めた整備を行うとともに、感染者数の増加に応じて、人員を含め機動的に

対応できる体制を構築する。

その際、一般医療とのバランスに留意しつつ、患者が病状に応じてどのよう

な場で療養するかについての考え方をあらかじめ､地域の関係者間で共有した

上で、各機関の有機的連携を進める。 ，

国としても､各地域における効果的な施設整備･運営等に関する好事例の展
開等の適切な支援等を通じて、こうした体制の構築を推進する。 ’ ヨ

(ii )自宅・宿泊療養者への対応

感染拡大が起こった場合であっても対応し得るように､自宅・宿泊療養者の

Lへ

戸
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健康管理・医療支援・急変時対応の体制の強化を図る。

保健所等による健康観察が開始される前でも、医師等が健康観察・治療を行

うよう、例えば、医師会の協力の下、診断を行った医療機関による一貫した健

康観察。診療や、保健所の健康観察中における医師の判断による電話診療・往

診の実施など、柔軟な仕組みの構築を進める。

また､自治体による療養者への的確な支援につなげるための情報共有を行う

ほか、MyHER-SYS･自動架電等の健康観察の効率化に資する仕組みや、医療機

関による発生届提出時におけるHER-SYSの利用について積極的に導入を図る。

保健所業務支援に係る専門人材(IHEAT)の充実により、保健所の体制を強化

する｡

自宅療養者の容態が悪化した場合にも対応できるよう､地域の医師会等と連

携し､往診･訪問診療･訪問看護やオンライン診療等の体制を拡充する。また、

急変した際に速やかに入院につなげられるよう．移送・搬送体制や患者受入体

制の構築を行う。

(iii)中和抗体薬の投与体制

重症化する患者を減らし､同時に医療提供体制への負荷をできる限り緩和す

る観点から、中和抗体薬をはじめとする治療薬について､供給の確保に万全を

期すとともに､入院等に加えて外来や往診等においても投与できる体制を拡大

する。

(iv)医療人材の確保

感染拡大時には医療機関内の人材だけでなく外部人材の確保･活用が不可欠
となることを念頭に、都道府県において、人材確保・配置調整等を一元的に担

う体制を構築し､都道府県ナースセンター等の活用を含めた人材確保を進める。

国としても、全国的な医療団体・職能団体との連携や、国が所管する医療機関

等への働きかけ等を通じ、都道府県の人材確保を支援する。

これらの医療提供体制の強化の取組について、各都道府県において、今回の

感染拡大における各地域の感染状況等を踏まえ､各地域で少なくとも今回生じ

た感染拡大と同様の規模･スピードでの感染拡大が今後も生じ得ることを想定

して進める｡

その際には､ワクチン接種が進んだ諸外国の例を見ても感染の再拡大が起き
一

5
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〆

ていることに十分留意が必要である。

各都道府県は、保健所設置市等との連携・協力の下、 10月中をめどに今後

の医療提供体制の構築方針を作成し、これに基づく体制の構築を進める(遅く

とも季節性インフルエンザの流行期に入る11月末までに病床。宿泊療養施設

確保計画の見直しを行う)。

国と自治体が連携して､平時から病床や医療人材の確保等の準備に計画的に

取り組む仕組みを整備し､緊急時にはその仕組みが十分に機能する必要がある。

今後、国や自治体が迅速に必要な要請・指示をできるようにするための法的措

置について速やかに検討する。

2 ワクチンの接種体制について

引き続き、 10月から11月のできるだけ早い時期に、希望する全ての国民に

2回のワクチン接種を終えるよう取り組む。さらに、2回接種がまだ完了して

いない若い世代の方をはじめ､できるだけ多くの未接種の方に接種していだだ
けるよう､周知･啓発を行うとともに､例えば受験生への接種の取組事例など、

自治体での好事例を展開する等して取組を支援する。

一方で、諸外国では、2回接種した後の追加接種の計画が始まっている。9

月17日に開催した厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会での「追加接種

の時期は、諸外国の動向や現時点で得られている科学的知見から、2回接種完

了から概ね8ケ月以上後とする」との意見を踏まえると、最も早く2回接種が

完了した者（医療従事者等）では年内には追加接種が開始されることが想定さ

れる｡.自治体の体制整備について、必要となるシステム改修や会場の確保、追

加接種の対象者を抽出するために必要なVRSへの入力など、早急に取り組む。

〃

3回目の接種に向けて必要となるワクチンについては、既にモデルナ社（モ

デルナ）や武田薬品工業（ノババックス）と国との間で、合計で2億回分の供

給を受ける契約を締結するなど、その確保を進めているところであり、薬事承

認や予防接種法上の位置づけ等のプロセスを適切に進めていく。

､

また、感染症を巡る状況を踏まえ、平時からの開発支援を含め治療薬やワク

チンについて安全性や有効性を適切に評価しつつくより早期の実用化を可能と

するための仕組み､-ワクチンの接種体制の確保など、感染症有事に備える取組

について､より実効性のある対策を講ずることができるよう法的措置を速やか

に検討する。1

ｰ

6
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3．子供に対する感染対策等

子供については､デルタ株への置き換わりにより､ 10代未満や10代にも感
染が拡大し、感染の多くは引き続き家庭内で生じている。また、夏季休業期間

中の部活動などの教育活動の場面や学習塾などで相次いでクラスターが確認

されている。

これまで、家庭､学校､保育所､放課後児童クラブ､学習塾等における感染
対策を講じるとともに、学校等における新学期に向けた感染対策の強化を図

ってきたが、今後とも、以下のとおり、子供に対する感染対策等に取り組む。

卦

‘未就学児等がいる家庭での感染対策を含め子供のそれぞれの居場所におけ

る感染対策の周知徹底を図るとともに､学校で感染者が確認された場合の対応

についての周知や、学校における感染対策への支援を行う。さらに、学校等に

おけるモニタリング検査や抗原簡易キットの配布､希望する教職員や受験生へ

のワクチン接種が進むよう取組を推進するほか、早期探知．早期対応のために

学校等での感染者の発生の把握に取り組む。あわせて、学校等において、感染

者や濃厚接触者等とその家族に対する差別・偏見の防止を図るほか、ワクチン

接種の有無に挙って差別やいじめなどが起きることのないよう取り組む。
I-

今般、地域での夏休み延長等の動きがあったことを踏まえ、小学校等の臨時

休業等により仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため､昨年度実施して

いた小学校休業等対応助成金.支援金について、本年8月から12月の休暇を
対象として制度を再開し、特別相談窓口の開設などを含め9月30日に運用を

開始する。

I

4． 日常生活の回復に向けて
、

新型コロナウイルスの感染状況は、足元では下降傾向にあるが、将来の感染

の再拡大の可能性に備え、引き続き最大限譽戒していく必要がある。他方、ワ

クチン接種が進捗し、医療提供体制が強化されることにより、感染拡大が生じ

ても医療のひっ迫等を通じて国民の命や健康を損なう事態を未然に防止でき

るようになっていけば､現在適用している様々な日常生活の制限を段階的に緩

和し、感染対策と日常生活の回復に向けた取組を両立することが可能となる。

このような考え方の下、ワクチン接種の進捗を踏まえ、緊急事態宣言等の下に

おいても、行動制限を緩和することとしており、先般、そのための考え方を示

した。

〆

I
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1

、

今後、ワクチン･検査パッケージの活用や､飲食店の第三者認証やイベント

のQRコード等を活用した来場者把握などについて、実務的な運用や効果を確

認するために、必要な技術実証を行いながら、感染防止策を科学技術も活用し

たより合理的・効果的なものとしていく。技術実証においては、イベントの人

数制限等の緩和については特例的に取り扱う。

これらの感染リスクを低減させる方策を講じることにより、緊急事態宣言等

の下において､例えば､以下の具体的制限緩和に向けて､自治体や事業者の方々

との議論を含め、国民的な議論を踏まえ、検討を行う。なお、このような制限

緩和を行うに当たっても、基本的な感染防止策(三つの密の回避、人と人との

距離の確保､マスクの着用､手洗いなどの手指衛生､二酸化炭素濃度測定器(CO2
センサー)などを活用した換気の徹底等)は維持･徹底する必要がある。また、

感染が急速に拡大し､医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合は､上記にかか
わらず､機動的に強い行動制限を求めることがある。

( i )飲食

ワクチン・検査パッケージ、第三者認証のそれぞれの活用又はこれらの組

合せにより感染リスクの低減を図った店舗においては､酒類の提供を認め、

営業時間については21時まで、さらに、まん延防止等重点措置地域にお

いては、都道府県知事の判断により、特段の時間制限を設けず営業するこ

とも可能とする。また、ワクチン･検査パッケージを利用した会食につい

ては、人数制限を緩和し、例えば5人以上の会食も可能とする。これらの

‘制度の変更にあわせて、その他地域も含め協力金についても見直しを行う。
1

(ii)イベント ‘

ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による

確認を受けた場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率-100%で

のイベントの実施を可能とする。

(iii)人の移動

旅行をはじめ都道府県をまたぐ人の移動について､,ワクチン・検査を受け

‘た者は、国として自粛要請の対象に含めない｡また、現在の基本的対処方

針において自粛要請の対象とされている不要不急の外出については、ワク

チン接種の進捗状況を踏まえ､混雑した場所や感染リスクが高い場所を訪
れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず国として外出自粛要請

の対象としない。

8

／
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これらの制限緩和を進めていくに当たり、段階的に取組を行う観点から、一

部の措置について先行して実施することとしている。例えば、まん延防止等重

点措置地域において、第三者認証店では、一定の要件の下、営業時間及び酒提

供制限の緩和を可能としている。また、飲食のほか、イベントについても、ワ

クチン・検査パッケージやQRコード等に関する技術実証の枠組の下で人数制

限等の緩和を10月中に実施することとしている。さらに、旅行についても、

ツアーや宿泊施設における運用について、技術実証を行うこととしている。

『

b
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I

主な施策の実施状況等について

○ワクチン接種状況

・総接種回数（9月27日公表時点）

全年代 159,494,782回

1回接種者 ：87,000,853 （全人口の68．7％）

2回接種完了者: 72,493,929 （全人口の57．2％）

高齢者（65歳以上）

1回接種者 ： 32,305, 100 （対象者の90．3％）

2回接種完了者： 31,816,685 （対象者の89．0％）

○感染者数等の状況

・全年齢

新規感染者数

8/1 ‐9/26 767,992人

（参考)‘

12/1 ‐ 1/26 223;-602人

~、
）

最大重症者数

2，223人（9/3）

死亡者数

2,290人

1,043人(1/26) 3, 113人

○確保病床数等の状況

・ 確保病床数

： 35，850床（6月30日時点)→40,689床(9月22日時点) +4,839床

・ 重症者用確保病床数

： 4，916床（6月30日時点）→5，789床（9月22日時点） ＋873床
『

○宿泊療養施設の状況

・ 確保居室数: 38,696室（6月30日時点）→52,750室（9月22日時点）
＋14,054室

○入院待機施設・臨時の医療施設の状況

・ 入院待機施設数

： 5道府県5施設106床(6月30日時点）： 5道府県5施設106床(6月30日時点）

ｋ
ｊ

→18都道府県53施設1,062床

（9月27日時点） ＋約48施設956床

・ 臨時の医療施設数

：9都道県10施設336床(6月30日時点）→22都道府県39施設1, 145床

（9月27日時点） ＋約29施設809床

※入院待機施設と臨時の医療施設は､一部､互いに重複、または確保病床数・

確保居室数との重複あり。また、現在休止中のものを含む。

ノ

○中和抗体薬（7月19日特例承認）の投与者数（見込み‘）

． 約34,000人（9月28日時点）

ー
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新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済支援策の全体像

一三＝
（1） 以下の支援策について、重点的・効果的かつ迅速・的確に実施する。

鍾驫蕊蕊蕊熱…膳{大企業を含む,に剣する協力、
緊急事態措置を実施すべき区域又はまん延防止等重点措置地域：
中小企業：売上高に応じて1日3万円～10万円(20時までの時短要請の場合）等（※）
大企業 ：売上高減少額に応じて1日最大20万円（中小企業も選択可能）
それ以外の地域：時短要請を行う場合には売上高に応じて1日25万円～7.5万円
（大企業や大企業方式を適用する中小企業は最大20万円） （時短要請は、第三者認証店は21時、非認証店は20時まで）
※まん延防止等重点措置地域において、都道府県知事の判断に基づき、第三者認証店に21時までの時短を求める場合、売上
高に応じて1日2.5万円～7.5万円。

（注1）酒類提供自粛が長期に及んでおり、再度の酒類提供自粛が飲食店の経営に与える影響が大きいこと等を踏まえ、緊急事態宣
言区域、まん延防止等重点措置地域又は解除都道府県における飲食店に対し、協力金の早期給付等を実施。

（注2）緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域における飲食店への時短要請等により影響を受けた酒類販売事業者への
月次支援金の上乗せ・横出し措置を実施。

。緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域において、人流抑制の観点から、特措法第24条第9項に基づ
く時短要請等味2)に応じた集客力の高い大規模施設(1000平米超）及び当該施設においてテナント契約に基づ
き一般消費者向け事業を営む事業所等に対して、事業規模に応じた協力金を支給。鰊3）
※2都道府県力V虫自に、一定の大規模集客施設に対する休業要請等を行った場合を含む。

※3大規模施設に対して1⑪平米毎に加万円/日、テナント等に対して1昨F米毎に2万円/日を支給。加えて、協力金支給対象となるテナント等を
多数擁する施設に対して、テナント等の数に応じて、テナント等向け協力金支給単価の1割相当額を支給。

・イベントの開催制限により影響を受けた事業者等への支援【8月27日予備費により財源を追加】
＞キャンセル費用の支援（上限2,5㈹万円、固定費のうち公演等の開催関連費用も支援対象）
>jLml ive補助金の運用改善（つなぎ融資の創設等） 【5月6日つなぎ融資申請受付開始】

・本年1月の緊急事態宣言の影響により売上が半減した中堅・中小事業者への一時支援金【申請受付終了】
（上限：個人30万円／法人60万円）

・本年4～9月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響により売上が半減した中堅・中小事業者への‘
月次支援金（上限：個人10万円／月、法人20万円／月）

・地域観光事業支援(後述） ：都道府県が行う県内旅行の割引事業（総額2,300億円） 、宿泊事業者による感染防

止対策等への支援（支援額は都道府県が宿泊施設の規模等に応じ設定（1施設最大500万円)、総額1,000億円)1

百感簗砺正ﾒ､束 目'｣冒に 再 、 ′や、 ,死化 、， の ”′ 一一一一一
＞事業再構築補助金の緊急事態宣言特別枠の創設、最低賃金枠の創設・従業員の多い企業の補助上限引上げ

（従業員51人以上の場合上限6000万円→8,000万円） 【第3回公募審査中、 10月中に第4回公募開始予定】

＞持続化補助金（感染防止対策への支援強化） 【4月16日申請受付開始（1月8日以降に発注･契約･支出したものは遡及可能) 】
・迅速な資金繰り支援(足元2週間以上の売上減少で要件を判断できるよう運用を柔軟化） 【10月まで】 ‐

；聲鑿藪蕊蕊蕊蕊
・日本公庫等の実質無利子・無担保融資の無利子枠の拡充【1月22日以降順次措置済み】
公庫（国民事業）等:4,000万円→6,000万円 公庫（中小事業）等、商中: 2億円→3億円
※日本公庫等による実質無利子・無担保融資は、当面年末まで継続。

・日本公庫等。民間金融機関の既往債務の条件変更等の迅速かつ柔軟な対応や本業支援の要請と
フオローアツプ（中堅企業向けについても要請） 【1月19日に要請(中堅企業も含め、 2月5日、 3月8日、 3月25日、4月28日、
5月12日、 6月10日、 9月10日に再度要請） 、 4月16日、 4月28日､5月12日、 6月10日、 9月10日に協力金等の支給までに必要な資金繰り支援について要請
10月以降、金融機関に対して、要請文の周知・徹底及び取組状況のフオローアップのため、地方拠点等と連携しつつ、金融庁ヒアリングを実施】
・日本公庫等の劣後ローンの積極的活用【1月19日に要請(2月5日、 3月8日、 3月25日、 4月28日、 5月12日、 6月10日、 9月10日に
再度要請)】 ※7月1日より融資限度額を7.2億円から10億円に引上げ

・コロナの影響で経営環境が悪化した事業者に対するREVICの復興支援ファンド等の積極的活用【1月中に周知】
・新型コロナの影響を特に受けている飲食・宿泊等の企業向けの金融支援等の実施
＞政投銀・商工中金による支援強化（民間協調融資原則の停止、資本性劣後ローンの金利引下げ等）
＞民間金融機関に対して、長期の返済猶予と新規融資の積極実施の徹底等存要請 篝

間協調融資原則の停止、資本性劣後ローンの金利引下げ等）
予と新規融資の積極実施の徹底等を要請 等

ノ
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や
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.雇用調整助成金の特例、休業支援金．休業給付金【8月27日予備費により財源を追加】
＞5～'1月は緊急事態措置を実施すべき区域又はまん延防止等重点措置地域.特に業況が厳しい企業について
4月までと同様の水準の支援。
※年末までは業況特例等及び原則的な措置を含めてリーマンシヨック時（中小企業：最大9/10)以上の助成率を維持

＞大企業のシフト制労働者等への休業支援金・休業給付金の適用
,小学校休業等対応助成金｡支援金の再開（8～12月に取得した休暇が対象）

:騨蕊際燕討鱈顎蕊蔑篝篝崖裟鶏鮮蕊窪鶴饒讓要件等の特例
措置の継続等(令和4年3月末まで) ）の実行
＞さらに、デジタル分野の求職者支援訓練の定員を倍増し、訓練内容を多様化。職業訓練受講給付金の特例措置

（収入要件・出席要件）の活用による受給者倍増（約25万人を目標）
＞職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給調整をしない特例を継続（,,月末まで）

.#嶺繍擢貝$麓繍早蔬鵬灘擶嘗半月窪) ､職業訓練等の実績を把握し､ﾌｵﾛｰｱｯブ等

.－人ひとりの求職者の状況に合わせた職業相談や職業訓練の実施(オンデマンド型のオンライン訓練等）
･業務改善助成金の特例的な要件緩和迄人材開発支援助成金而蓮用改善く,0頁伯喜） 2「

、
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､雇用調整助成金の特例、休業支援金．休業給付金【8月27日予備費により財源を追加】 （再掲）
.緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付【8月27日予備費により財源を追加】
＞返済開始時期の令和4年3月末までの延長【1月8日公表】

＞緊急小口資金や総合支援資金（初回､再貸付）の特例貸付の申請期限を11月末まで延長

＞償還免除要件の明確化【緊急小口資金は住民税非課税世帯、総合支援資金は資金種類毎に住民税非課税世帯を一括償還免除】
＞女性・非正規・ひとり親向け要件を明確化（シフト減による収入の減少や養育費が減少した場合も対象）
･特例貸付が限度額に達した等の一定の生活困窮世帯に対する｢新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支
援金｣の支給の申請期限を11月末まで延長 ．
･職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給調整をしない特例及び住居確保給付金の支給が一旦終了した
者への再支給を継続(11月末まで）
･ひとり親世帯等への支援（上記を除く）
＞低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給
＞高等職業訓練促進給付金に係る訓練受講期間の柔軟化とデジタル分野を含む対象資格の拡大
＞償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付

･自立相談支援機関によるきめ細かな生活支援相談の強化
･生活保護の扶養照会など弾力的な運用の周知・徹底【2月26日、 3月30日に通知発出】
･公共料金の支払猶予等の利用についての周知・徹底【1月中に通知発出等】
･大学生等に向けた授業料等減免・給付型奨学金、緊急特別無利子貸与型奨学金等の各種支援策の周知・徹底
･生活が困窮する在留外国人の支援、情報発信9相談体制の強化

蕊騒動蟻這箪溌篝§
･都道府県等の自殺防止対策（相談・情報発信）の強化
･地域包括支援センター等による一人暮らし高齢者への見守りの強化【1月29日に取組例の通知発出】
･NPO等を通じた孤独・孤立、自殺対策等（きめ細かな生活支援等や自殺防止対策、フードバンク支援、
子供の居場所づくり、不安を抱える女性に寄り添った相談支援、住まいに係る支援等）

(2)都道府県による事業者支援の取組を後押しするため、地方創生臨時交付金に特別枠「事業者支援分」を創設
(5,000億円） 【4月30日に、各都道府県に対し、先行交付分(3,000億円）の交付限度額を通知。また、飲食店の休業要請の影響を受ける酒類
の販売業者等や、人流抑制の影響を受ける交通事業者等に対する、国の施策を補完する都道府県独自の支援への積極的な取り組みの検討を要請】

さらに、都道府県や市町村がきめ細かく事業者支援の取組を実施できるよう、地方創生臨時交付金の特別枠
｢事業者支援分」を追加交付【8月20日に､都道府県2,噸億円(留保分) 、市町村1,0㈹億円(令和2年度補正の繰越分)の交付限度額を通知

（3）予期せぬ不足を生じた場合には、コロナ予備費（残額約2． 6兆円）により機動的に対応。 :

空 ,一望 画一時垂一画■正～‐＝ろ＝。－ 二

（1）令和2年度第3次補正予算を含む総合経済対策（雇用下支え・創出効果60万人程度）を迅速かつ適切に執行。
特に、公共事業については、自粛要請等の影響で事業が停滞する懸念もあり、感染症対策に万全を期すことを
前提に、事業の円滑な執行を行う。地方独自の取組についても臨時交付金（地単分1兆円）を通じて後押し。

、
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事業再構築補助金（1. 1兆円） 【第3回公募審査中、 10月中に第4回公募開始予定】
持続化補助金・ものづく'り補助金･ IT導入補助金(2,300億円） 【持続化補助金： 4月16日申請受付開始（1月8日以降に発注・契

‘ 約・支出したものは遡及可能） 、ものづくり補助金:2月9日申請受付開始、 IT導入補助金:4月7日申請受付開始(1月8日以降に契約したものは遡及可能） 】

・サプライチェーン補助金(2, 100億円） 【3月12日公募開始・5月7日公募締切】
、 日本公庫等の実質無利子・無担保融資等（融資規模110兆円） 【1月19日に通知発出】

『.:..~:.....:2．:......".....､気…学響..＝＝.一帯，…．:課…:::，琴.:調:.鷲琴…~…..~･…:.霧;･雫:蝿…:..:澤野...…一一一一.諄＝:､君＝胃..……湾．

!②公共事業の厩滑な執行(国土強靱化1寺:ﾌジ臨笈害溌罰遜薗職【 1月28日通知発出】

・感染症対策を講じた場合に関係費を上乗せする、柔軟な契約変更の徹底
〆.'~¥…，f器.舜晋…~:?.．¥.，~､今.､守~苧胃勇雲蕊芋雲霧饗:2.雲苧……巽竿券~…巽.?…罪哩需噌…霊.､ザ…霊:.､苧~~雫需.:爵;瀞.､覇.麓手篭麗霧...?.'..『.:….…7..¥~鰐宗.､宇学好??‐稗.骨零…認3

鴇I撫力要請鰯篭豊鴦騨雄叢種会②重島蹴渤築的鹿駕援j
○．感染状況を確認しながら、消費需要喚起策

･ GOTOトラベル （残予算含め、 1兆円の支援に対応）
･ GOTOイート （残予算含め、 500億円を追加配分中）
･ GOTOイベント等（残予算含め、 1,700億円程度）

○宿泊施設、飲食店、土産物店等の再生に向けた改修・廃屋撤去や経営革新支援(550億円）
○地域公共交通の既存路線維持等のための重点的支援（150億円、観光との連携を含め計305億円）
※地域観光事業支援（3,300億円）

都道府県が行う県内旅行の割引事業（1人1泊5,000円を上限に割引支援｡旅行中に飽食・土産物等に使えるクーポン等で地域の幅広い産業を支援する
場合、 1人1泊2,000円を上限に追加支援（前売り宿泊券等の発行を含む) ) (2,300億円） 【4月1日以降順次実施】及び宿泊事業者による感染防止対策等
への支援(1,000億円） 【5月14日以降順次実施】
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【在籍出向を支援する産業雇用安定助成金について1月1日から適用】

○雇用対策パッケージ(産業雇用安定助成金の活用、業種・職種を越えた再就職支援等)による各種支援(再掲）

蕊霧溌鑑識蕊蕊蕊懸職 【2月1日に要綱発出】

○新型コロナウイルス感染症セーフテイネット強化交付金による支援強化（140億円）

（2） 引き続き、企業の資金繰り等にも十分留意して対応。 ’ 4
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矼至コロ ルス 、 の ． 、 L 令和3年9月9日変夏

･B. 1.617.2系統の変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと考えられること

･今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、 「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含む
それ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知見、当該国の変異株の流行状況、日
本への流入状況などのリスク評価に基づき、また、国内外でワクチンの接種が進む中においては、ワク
チンの有効性等も踏まえ、行動管理や検査も組み合わせた入国者への管理措置等を講ずるなど水際措置
の段階的な見直しに取り組む。

ｮ置の階的な見直L

1 ． ワクチン接種者(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ社製のワクチンを対象)に対する措置として、
①入国者(6B･ 10日待機指定国からの者を除<)の自宅等待機を検査実施の上で短縮(10月，日～）

（14日自宅待機→10日自宅待機十検査）

②3日待機指定国からの入国後の施設待機を免除（3日施設待機→o日施設待機) （10月，日～）

2．水際措置の指定国・地域の指定基準について、デルタ株・アルファ株以外のワクチンの効果を減弱さ
せる又は効果が不明な変異株（ベータ株等）や、新たに出現する変異株wミュー株等）の流入を防止
するための運用に変更。 （9月27日～）

3．外国人の新規入国の一時停止を含めた現在の水際措置について、引き続き、国内のワクチン接種の進
捗状況、海外での感染状況等を見ながら、ワクチンの有効性等も踏まえ、行動管理や検査も組み合わ
せた管理措置による入国の検討など、段階的な見直しに取り組む。
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第41回千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議次第

日時：令和3年9月29日（水）

午後6時30分から

場所：本庁舎5階特別会議室

1 開
合
云

2議題
令

（1）新型コロナウイルス感染症の発生状況等について

（2）緊急事態宣言解除後の協力要請等について

（3）医療提供体制等について

（4）緊急事態宣言解除後の県立学校の対応について
１

（5）その他

3閉
《
云
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令和3年9月29日（水）

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
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譲染状茄

1注1） 1(1)(2)(4)、2(5)以外は政府の指標

注2） 2(4)療養者数は､入院者､自宅･宿泊療養者等を合わせた数
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(1)新規感染者数(直近7日間平均） 120.0人

(2)直近1週間と先週1週間の比較 0.53

(3)新規感染者数

(直近7日間合計10万人当たり）
13．42人

15人/10万人
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(4)直近1週間の新規感染者数に占める
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(1)病床のひっ迫具合(病床全体）
現時点の確保病床数の占有率
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○新規感染者数の1週間単位の増加比は､令和3年8月下旬から減少傾向となり、9月28日時点
ではO.53となっている。

（※1未満の場合は前週よりも減少､2の場合は前週より倍増）
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○PCR検査の陽性割合(直近1週間平均･陰性化確認検査を除<)は､令和3年8月中旬をピークに

高止まり状態であったが､9月上旬から減少傾向となり､直近1週間の平均は6．49％となっている。

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症検査陽性割合の推移

（9月25日時点）

溶舗綴憧 罐燕驍性 一戦鈴叩均（7職柵）の聯餓謝禽 一一ｽﾂｰ鯵虹の縮照
辮 轍嘩

沸“

7蝉

一ステ雷ジⅣの硲樵

噛
通
爽
魔
敵
《
入
》

》
函

勵
鷺

4…

《

2“

》
》
癖
。

鐸
か
闘
蕊
・

璽
亀
底
今

毎
辞
【
堂
、

垂
屍
堂
写
匂

輌
吋
｛
私
侯
酔

鍵
ｊ
》
封

垂
農
産
愛

醜
の
尉
登
争

率
》
幸
誌
鐸
諏
塞
率
巍
轆

霊
霊
騨
率

》
》

錘
の
董
鷺
孤
鯵

》
》
》
》
》
》
麺
》
鯵》

齢
魚
屋
幻
輝
く
惑
岬
率

》
》
麺
》
癖

錘
禺
置
や
擬

》
蕊
》
癖
》
辮

窒
か
｛
｛
】
ロ

騨
冨
蚕
暫

侭

昌

ご

銅
酔
い
斡
一
彗
玲

師
唇
望
涜

栓
望
窒
切

塾
口
具
誌

圃
坊
武
咀

鋺
邑
鈴
言
可

垂
小
へ
言
守

軽
口
星
寺

鍵
豊
曇
吋

認
昌
蚕
苛

聴
郷
置
竜

躍
怠
衝
邑

罰
邑
禽
房

裳
罵
｛
篇

麺
筥
置
碗

毎
欝
置
再

掴
む
蟹
お

辱
宝
』
の

錘
喧
星
寓

繊
の
『
霞
侭

噺
守
二
狩

錘
鹸
曽
伽

露
や
〕
奮
醗

叡
色
飼
蕊
【

曝
争
垈
涜

麺
○
轟
一
言

鍾
ゆ
黒
罵

趣
ロ
二
宮

唖
里
旨

勤
評
里
満
『

範
筆
淫
罵
弄

錘
認
曇
冨

鐙
導
黛
爲
式

騨
貝
｛
篇
胃

袋
違
稔
【

錘
二
萱
寓

圃
ロ
ベ
告
菖

鯉
再
空
麓
『

郵
冨
壹
葛

鍾
昌
鐘
目

縁
○
萱
勇

註
画
堂
言

6

4

ゴ町

I

勝
一 : . ；

； ＃

i l
(､ !．
! #
！ ；

{|
｛獣

5 m

iい
四 f 汁

＄ ； ‐ ；
； ； ． ；

， ｛ ぬ

§ ‐ シ

： ．； . ’

空
・
唱
咽
号
唱
鍔
ｑ
ｑ
・
唱
・
ｑ
・
う
◇
ｆ
◇
６
４
鍔
。
狸
’
亭
ｑ
４
ｑ
。
Ｄ
・
・
Ｐ
”
Ｄ
ゴ
ロ
日
Ｄ
・
・
・
・
丑

〃

・

ｂ

円

・

弱

頂

日

哩

く

ｂ

４

ｒ

、

VV! ;
‘ t H

i ； ｛
3 魁 ； ＃

ず ” ； 岨
キ ギ■ ･争

冒 p f 9

8 1 1
； ： ｡

§ ＃ ；
; 巳 靭 ； , ＃

？ i
3 p

i f

i ． ； i
： オ ミ
5 5 目
白 : 2

J , ！ §

１

分

“

、

。

“

・

邸

貼

〉

辞

・

・

…

ウ

。

典

，

零
、
△
“
・
“
‐
・
凸
・
堀
△
・
・
・
・
・
Ｌ
・
・
．
Ｌ
、
．
．
“
軸

＆
"： 職州

#1
‘ 胃 t ； く ＊ I

、
４
Ｒ
ｑ
ｏ
“
’
・
も
、
■
、
十
＄
・
ｏ
４
ｐ
０
０
１
Ｊ
ｂ
、
５
０
０
号
ｊ
ｏ
ａ
ｆ
Ｊ
ガ
１

V〃γ,．
； ； ：
2 ; E :

オ ゼ ー 、ャ ↑
．＃ # .

§ j ･ ； ，
．『､ :' ･｛ ･ ‐ ‘ 拳 -．

i I
F 6 ｡ ■ 十

￥ 1 ：

f ； 、 ‘ ．

識
ｆ
Ｌ
非
で
Ｔ
ｇ
で
虻
Ｌ
・
‘
午
Ｌ
Ｌ
ァ
寺
２
屯
叩
至
１
ｒ
哩
ｆ
§
酊
唱
』
ず
主
４
０
ｔ

３

３

ｊ

Ｐ

０

ａ

Ｊ

１

３

斗

卜

顕
客
宅
咋
毎
詑
彊
汐
母
呼
軽
む
く
ｔ
二
Ｚ
モ

ク
＃
や
ｆ
戸
顎
少
晶
▽
ｆ
抄
５
Ｆ
’
秘
亨

。
ｒ
ｆ
ｐ
■
唱
導
そ
。
，
日
，
’
０
日
。
’

９
ｒ
ｆ
ｆ
Ｆ
ｆ
寺
ｒ
、
印
可
令
■
■
。

Ｊ
ｈ

■
四
ｑ
ｒ
巳
凸
Ｆ
＄
■
軍
Ｆ
話
４
，
１
唱
店
，
．
§
剛
Ｆ
と

＄
ず
と

ど
牛
ｆ
ｎ

ｂ
卜

噸Y
； ；

i :
； i

i :

１
‐
一

，
恩
．
…
蕊
…
…
ｆ
…
ｆ
奇
：
１
，
，
．
１

期間 陽性割合

8/1

～8/7
16.89％

8/8

～8/14
20.92％

8/15

～8/21
27.06％

8/22

～8/28
25.90％

8/29

～9/4
23.88％

9/5

～9/11
17.14％

9/12

～9/18
9.66％

9/19

～9/25
6.49％



鍾鍵襲塗鯉寝謬迩幾

‐
岬
・
凝
血
◇

Ｉ

。
■
■
Ⅱ
■
Ⅱ

り
。

溌
繊

療養が必要な方:1,224名
lｰーー■■■■■■■■1■■■■Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,■■■ﾛ■■■■■■■I■■＝~

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ⅱ
１
１

ー

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ議職燕

錘55弱57 47 43 句4 43 41

舞蓄鶴総審．
重症患者は入饒中患者の内数

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー＝ー＝‐ー二一一＝－口一■■■q■一両一回

7
k

新規感染者の公表数（令和3年8月3 Q日一)為
診,ﾉ認魚 …,_ 』.… . .:鋒.燕.. 蹄… 鐙‘:…§ ､

§ &

斗唾 く 乱魯 ″ P 紙

傘 詐串《z 寺J洪里呼亙 哩.q,へ

（ ）内は直近7日間の合計

9月

、

〆己

凡

』

識繍罐上轍
5

8

施設内療養 0名

ホテル療養 149名

入院･ホテル療養
調整中

56名

自宅療養 643名

入院中
(うち重症）

376名
(41名）



-◆-千葉 一幸東葛南部

岸･一山武長生夷隅 一一安房

→･-東葛北部

一君津

一←印旛

,’一・‘市原

一室←香取海匝

…･･基準
60.00

負

、

40.00

00

60

~

７
３
７
３
６
３
５

９
３
１
７
９
９
６

口
由
り
●
■
■
●

20.00 白
川
『
門

凱
原
旛
鴬
回
騨

，
日
コ
時
噂
轌

0．00 弓､～
竜

~~･-安房1.689/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 ３
－

２
封

／
》

９
《

9/24 9/25 9/26 9/27 9/28

9

人口10万人当たり年代別
一凸一

新規感染者数推移
一一一

け褐

平も

畷鬮騒騒
4”

’350

3”

250

1， …、、皇
！
…

へ

人20o
ー

穂

、150

甑
勤

ユ00

里
Ｏ

如
奉
唾
顕
型
工
率
０
４
２

鱸
諸

●
■
■
●
〃
。

６
１
５
４
満

狸
裡
浬
浬
未

雛

娠
吹
硫
娠
噛

２
３
４
１
１
５
９
８

譲蕊50

0

言,拶壷欝●鍾鼠‘亀‘.:‘●壷‘●室霞'，:霞●壷‘蕨遙'●毒●‘
--10歯未溝一一10代－－20代 、…､"w､30代-40代“衝…"So代-60代-70代－－80代－－90代以上

〈公表日ベース7日間合計値人口は令和2年4月ﾕ日（千葉県年齢別･町丁字別人口) 9月28日発表分まで〉

10

6



I
期間

』

1

外出

＜24条⑨＞

＜

混

原

帰

飲食

＜24条⑨＞
大

飲食店

＜24条⑨＞

十

千

そ

結婚式場
<

<

＜お願

面設

い＞

営

酒

イ

カラオケ

<24条⑨＞
飲

イベント

＜24条⑨＞

11/1～

＜お願い＞

●

●

i

I ク

ヒ

mR年QHQQF

一

7

､

0月1日から24日

第24条第9項＞

雑している場所や時間を避けて少人数で行動

則として21時以降の夜間は不要不急の外出を自粛

省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底
"

人数の会食は控える

茱県飲食

認証事業認

ﾉ占感

証店

架防止対束

葉県飲食店感染防止基本

対策確認店

の他

（認証店・確認店以外）

営業時間の短縮及び酒類提供停止の要請はしない

同一グループ・同一テーブル4人以内

営業21時まで

酒類提供は20時まで ．

同一グループ・同一テーブル4人以内

営業20時まで

酒類提供停止

同一グループ・同一テーブル4人以内

24条⑨＞カラオケ設備の提供の停止。

お願い＞収容定員の50％以内

業21時まで

類提供停止

ベントに準じた人数制限

食を主として業とする店舗における提供停止

令和3年10月31日まで ？

人数:O5,000人又は50%以内の大きい方（上限10,000人）

②大声ありは50％以内、大声なしは100% →①と②の小さい方

時間: 10月24日までは21時まで

11月1日以降令和4年1月31日まで

10月31日までの制限を糸断売

※今後の感染状況や、国が検討している「ワクチン･検査パッケージ」

る行動制限の緩和などにより、変更する可能性があります6
9適用によ
ノ

※上限以上のイベントの開催について、特に感染リスクが低減できる追加的な対

策が可能な場合は個別に相談に応じます。



③園
第箱冨蕊蕊遜迩賓

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

令和3年9月28日､国の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部長は､号饒蕊譲錘
戴§擁態蓋蘋差墜郵遥蕊讓議這薑溌熊亙雛萱蕊蔭董ろ蔓遥遥碇
籔るど蕊罵､基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏ま

え、随時見直しを行っていきます。

1基本的対処方針の概要

○これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な

感染防止策等を講じていく。

黛蕊議蕊籠騨灘濫遜鐡曝鼬鼬蕊蕊鹿慰脅蕊皇鋤蕊鐙遥騨溌蔓謹
溌f蕊蕊義勇醤愈蓮I遡鳶欝蕊､営謎靭要醜溌き毒登烈這蜑#聴謎護
登董難溌溌;慰藥あ蔀蕊謹璽逼場笥ご瞳選翻I轆霞萱獅懲蕊蕊雲
驚讃唾蕊

2県における基本的な考え方、

①国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
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3新型インフルエンザ等対策潮1措置法に基づく協力要請について

期間:溌蕊豐溌溌涯彊蕊蕊溌議溌蕊霞選篭
（1）県民の皆様へ【第24条第9項】

○外出について～混雑を避けて少人数で～

…奮藺…職溌藪
講
評笛…

峰の夜間は不要不急の外＆
ｆ

雷餐諦読?謝溌蕊鑓溌輪画溌難蕊織錨蕊蕊瀞鏡遡迩鑿灘鑓
感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控える

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での

運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外

とします。

○基本的な感染対策を徹底～会話するときはマスクを着用～

「3つの密｣、 「感染リスクが高まる「5つの場面｣」等の回避や、 「人と人との距離の

確保」 「マスクの着用」 「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」をはじめとした基

本的な感染対策を徹底してください。

「10のポイント」 「新しい生活様式の実践例」を参考にしてください。

※上記の資料については、千葉県ホームページに掲載していますb

「10のポイント」

URL:https://www.pref.chiba.1g.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/01_10points.pdf

「新しい生活様式の実践例」

URL:https://www.pref.chiba.1g.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/02_new_life_style・pdf

「感染リスクが高まる「5つの場面｣」

URL:https://www.pref.chiba.1g.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/03-5scenes.pdf

○飲食時の注意～昼夜や場所を問わず。大人数は避けて～

灘重暑鴦畷墓董更篭蕊謹
会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。

飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。

換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設

置されている、混雑していない店を選び、食事は短時間でお願いします。

路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は自粛してくださ

い。

（2）イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ

【留意事項】く第24条第9項＞

○催物開催にあたっては、その規模に関わらず、業種別ガイドラインの徹底や、 「3つ

の密」が発生しない席の配置、 「人と人との距離の確保｣、 「マスクの着用｣、催物の開催
中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な
感染防止策を講じてください。

2
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○参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、鐵虫確認アプリ (COCOA)

の利用を推奨してください。

○参加者が1， 000人を超えるようなイベント等を開催しようとする場合には、事

前に県に相談をお願いします6例えば、大規模集客施設・商業施設等において行われ

るオープニングセレモニーその他の集客活動についても、イベントと同様に相談をお

願いします。

※事前相談についての詳細については、千葉県ホームページの「大規模なイベントの開催に関

する事前相談」を御確認ください。

URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-soudan-2.html

※その他の留意事項や以下の開催制限の目安等の詳細については、千葉県ホームページに掲載

している「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

URL:https://www.pref.chiba.1g.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-1imitationO915.html

【開催制限の目安等】

＜開催時間＞

○令和3年溌燕3磯から灘瀧驚溌飽砿まで驚鐙霧婁蕊蕊識
21時まで（ただし、無観客で開催される催物等を除く）

＜収容率・人数上限＞

○令和3年篭§蕊篭懇から薩迩篭謹蔵萌蕊まで※ユ §鴬謹饗蕊蕊蕊
収容率： 100％（大声なし※2）又は50％（大声あり※3）

人数上限: ｢5, 000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方」又は

‘ 「10， 000人」のいずれか小さい方 ，

○令和3頃童…通I灘謹歸漣蕊
鴬蕊瀦溌筒灘鞠霞灘鑑
蕊蕊蕊蕊溌醗薩蕊罵蕊鯛&癒堕感撫玄議 のi商銅Iご畠

識溌溌瀧謹溌遜諺韓驚溌機種識瀕篭蹴

蕊蕊凝…耐黙涯?:野:眉ゾ)季ｲ牛〃 コノア

凝議熱蕊蕊瀧撒溺織漉蕊鐵蕊溌緬鑿鱒蕊暮鷺意 蕊發璽
識蕊蕊篭溌

※’聯駕篭鰯灘溌噌販売された入場券等に限り、本目安は適用せず､販売した入場
券等はキャンセル不要と扱いますb

※2大声での歓声、声援等が想定されなﾔ催物の判断については、実態に照らして、個別具体

的に判断されます。この場合､収容定員5， 000人までの施設については､満席とすること

が可能ですb
f

3
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※3大声での歓声、声援等が想定される催物については、異なるグループ又は個人間では座席

を一席は空けることとしつつ、同一グループ（5名以内に限る｡）内では座席等の間隔を設け

る必要はなく、 50％を超える場合があります。

（｢同一グループ（5名以内に限る｡）内では座席等の間隔を設ける必要はない」 として

いるのは、家族等の日頃行動を共にするグループ内であれば、催物中、間隔を空けずに着席

しても、感染リスクは大幅には増加しない（日頃の行動における感染リスクと比べれば捨象し

うる） と考えられるためです｡）

）事業者の皆様へ

’ 県内全域の事業者等の皆様へ【第24条第9項】

○職場への出勤について､人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク）の

活用や休暇取得の促進等により、 「出勤者数の7割削減」を目指すとともに、鐵虫機

会の低減に向け､在宅勤務(テレワーク）や、出勤が必要となる場合でもローテーシ

ョン勤務等を強力に推進してください。また、時差出勤、 自転車通勤等の人との接

触を低減する取組を推進してください。

○職場においては､感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒､咳エ

チケット、職員同士の距離確保､事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人

が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する

抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ

会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等）や、 「3つ

の密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面｣」等を避ける行動を徹底するよう促

してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」 （休憩室、化粧室、更衣室、

喫煙室等）に注意するよう、周知してください。

○職場や店舗等において、 「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防

止のための取組を適切に行うとともに､業種別の感染拡大予防ガイドライン※が策定

されている場合には､それを確実に実践し､感染拡大防止対策を徹底してください。

また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業

種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。

○徹底した換気を行ってください。例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を

測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1, 000ppm)を超えないように換気や収容

人数を調整してください。なお、二鯛上炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的

に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。

く二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項＞

（千葉県ホームページ）

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfilku/kansenshou/ncov/documents/co2_ryuuiten.pdf

○機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、 30分に1回以上、数

分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が－つし

かない場合は、 ドア等を空けてください。

○取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページヘの

掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

ｊ

３
①

く
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※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページ

の「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請」を御確認ください。

https://www.pref.chiba.19.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/○○

※業種別のガイドライン

（内閣官房ホームページ）

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

※「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」
（千葉県ホームページ）

https://www.pref.chiba.1g.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/ncovchecklist.html

※｢新型コロナウイルス感染症防止対策宣言～取組の5つのポイント～

（千葉県ホームページ）

httpS://Ww.pref.chiba. 19.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/torikumi5point.pdf

②県内の「飲食店※'」 ・ 「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を

受けている店舗｣ ・ ｢施設（飲食店を除く）※3」の皆様へ

別表に記載した要請やお願いの内容に従ってご協力をお願いします。

※1飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指しますb

食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、

テイクアウトサービス、 自動販売機等は除きますb

※2ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、休業要請・営

業時間短縮要請の対象から除きますb

※3． イベント関連施設：劇場観覧場、演芸場映画館、集会場公会堂、展示場貸会議室、

文化会館、多目的ホール、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）

・ イベントを開催する場合がある施設:運動施設又は遊技場の一部(体育館、スケート場､水

泳場､屋内テニス場柔剣道場ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、

陸上競技場､屋外テニス場、ゴンレフ練習場バッティング練習場スポーツクラブ、ヨガスタ
ジオなど)、博物館､美術館､科学館､記念館､水族館､動物園､植物園など（図書館を除く）

・ 参ｶ時が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設:物品販売業を営む店舗(食品、医

薬品､その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く)､運動施設又は遊技場の一部(マ

ージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)、遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を

受けている店舗を除く)、サービス業を営む店舗（生活必需サービスを除く）

； 県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた県内の飲食店(※1，※2）の事業者には

；協力金を支給しますb
■
■
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ａ
■
も
タ
セ
酢
守
■
■
も
ロ
■
凸

※申請方法､必要書類については､別途､発表しますb協力金の申請時に、チェックリストや

休業又は営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類等を提出していただきます

ので、書類等の作成・保管をお願いします。

※飲食店の感染防止対策を徹底するため、見回りを行います。

5

12



4その他の事項

奴:邸扱嘘を

【問合せ先】

下記以外

取材対応： 健康福祉部健康福祉政策課

一般問合せ：特措法協力要請電謡目談窓口

飲食店の営業時間短縮に関すること

取材対応： 健康福祉部健康福祉政策課

一般問合せ：特措法協力要請電話相談窓口

ただし、協力金の申請手続に関すること

取材対応：商工労働部経済政策課

一般問合せ（専用コールセンター） （飲食店）

ただし、飲食店の見回りに関すること

商工労働部企業立地課

、

TELO43-223-2630

TELO43-223-4318
6

０
８

３
１

６
３

２
４

３
３

２
２

２
２

３
３

４
４

０
．
Ｏ

Ｌ
Ｌ

Ｅ
Ｅ

Ｔ
丁

９
４

０
９

７
８

２
’

－
３

３
０

２
０

２
’

一
０

３
７

４
５

０
Ｏ

Ｌ
Ｌ

Ｅ
Ｅ

Ｔ
１

TELO43-223-3866
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別表

事業者の皆様への要請及びお願い （3(3)②関係）
該当する事業者の皆様にあっては､ 3 （3）①のほか､以下の内容について御協力をお願い

します。なお、以下のほか、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底等、 「3 （3）

事業者の皆様へ①」に記載されている事項を徹底してください。

賑瓢蚕弓法:新型ｲﾝﾌﾙｴﾝザ等対策特別措置法
施行令：新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令

※1飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。

食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅

配、テイクアウトサービス、 自動販売機等は除きます。

※2ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在が相当程度見込まれる施設は、営業

時間短縮要請の対象から除きます。

４

７
１

施設の種別
(国の通知による区分）

巽青内蕾

｢飲食店※'」 ・ 「遊興施設※2のう
ち、食品衛生法における飲食店営
業許可を受けている飲食店

薩亘~耳栗｡

・ 飲食を主として業とする店舗におけるカラオケ設備の提供の
停止。

・ 下表1の感染防止対策の徹底。
・
１

・ 人数制限（同一グループ・同一テーブル4人以内。ただし、
同居家族、乳幼児、介助者を除く。以下同じ）

※店舗入口及び店内に、「同一グループ･同一テーブル4人以内」
である旨を掲示してください。

・ 以下のとおりの営業時間の短縮、酒類提供の制限
① 「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」
21時から5時は営業しない
酒類提供は11時から20時まで

② 「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」 「千葉県飲食店感
染防止対策認証事業認証店」以外
20時から5時は営業しない
酒類提供停止

※ 「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」には､営業時
間の短縮、及び酒類提供の制限の要請はしません。

結婚式場
※結婚式をホテル又は旅館で行
う場合も同様の条件とする

薩百-瓦棗｡
カラオケ設備の提供の停止。

囿画。
収容定員の50%以内で開催
※飲食店である場合は、飲食店の要請内容も適用。

カラオケボックス等、飲食を業と
していない店舗

薩互~瓦栗｡
カラオケ設備の提供を行う場合､利用者の密を避ける､換気の確

保等、感染対策を徹底する。



〆

※施行令11条施設(I)イベント関連施設等、 （Ⅱ）イベントを開催する場合がある施設で開催さ

れるイベンドについて､無観客で開催されるイベントは､営業時間短縮要請の対象外としますb

…

j’

ヘ

8，

15

Ⅲ皿誕Uﾉ怪刀u Kguﾉ哩利I一手句陸ﾌ丁ノ 要請内容等

施行令11条施設

(1)イベント関連施設等 一

‘ 劇場、観覧場、演芸場、映画館
・ 集会場〈公会堂
・ 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
・ ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）

(Ⅱ）イベントを開催する場合がある施設

・ 運動施設又は遊技場の一部
体育館、スケート場､-水泳場、屋内テニス場、柔

剣道場、ボウリング場、テ=マパーク、遊園地、野
球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴル
フ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、
ヨガスタジオなど

・ 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、
植物園など（図書館を除く）

匿百~耳剰
ト ｝

・ 下表1の感染防止対策の徹底
F 1

囿迩。
・ 店舗での飲酒につながる酒類提供
(利用者による酒類の店内持ち込
み含む）の自粛

､

・ 営業時間の短縮 ′
(｢21時から5時」は営業しない｡）

･ イベントの人数制限と同様の人数
制限

・ 人数管理･人数制限等の入場整理
(下表2参照）

血

(Ⅲ）参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨され
る施設

･ 運動施設又は遊技場の一部
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど

・ 遊興施設の一部
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など

・ サービス業を営む店舗（生活必需サービスを除く）
・物品販売業を営む店舗（食品､‘医薬品、その他生活
‐に欠くことができない物品の売り場を除く）

匿亘~耳栗｡
下表1の感染防止対策の徹底

囿迩］
・ 店舗での飲酒につながる酒類提供
(利用者による酒類の店内持ち込
み含む）の自粛

・ 営業時間の短縮 ，
(｢21時から5時」は営業しない｡）

・人数管理･人数制限等の入場整理
(下表2参照）

・ 物品販売業を営む店舗のうち､食品、医薬品、その他生
活に欠くことができない物品の売り場 一

〆

Ｉ

固迩。
｡FD 人数管理､人数制限、誘導等の入
場者の整理等 （下表2参照）



下表1感染防止対策について

○徹底した換気を行ってください。

※例えば、二醗上炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1000ppm)を超えな

いように換気や収容人数を調整してください。なお、二鯛上炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に

換気が行われる技術を導入する方法もありえます。

※機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、 30分に1回以上、数分程度、二方向の窓を全

開するなどにより換気量を確保してください。窓が－つしかない場合は、 ドア等を空けてください。

○飲食をする場においては､全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔｣及び｢他

のグループとのテーブル間の距離」を一定以上（目安1～2m)確保してください。なおく距

離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な迩蔽板（アクリル板等）を設置するなど

の工夫をしてください。

※遮蔽板（アクリル板等）の設置：同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に

設置遮蔽板（アクリル板等）の高さは、 目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてください。

○店舗入口や手洗い場所､席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、従業

員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いしますb

○店舗入口及び店内に、 「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけを行

ってください。

○マスク着用のお願いについて､正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください｡すで
に入場した方には退場を促してください。

○店舗入口及び店内に､｢発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」

旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場

した方には退場を促してください。

○人と人とが対面する場において、アクリル板など､会話により飛散する飛沫を遮ることができ

る板等を設置するか、相互の適切な距離を確保してください。

○従業員へ､保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には､受検することを促して

いただくようお願いします。

○入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導をお願いしますb

○事業所の消毒をお願いします6

下表2人数管理・人数制限等の例示

○施設全体での措置

・ 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者･滞留者を計測し人数管理を行う

． 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う

○売場別の措置

P入口を限定し係員が入場人数を記録､入場整理券･時間帯別販売整理券の配布､買い物かごの

稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う

・一定以上の入場ができないよう人数制限を行う

・アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する

1
1

9
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職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請

○共用部分(休憩室、更衣室、喫煙室､食堂、 トイレ等）を中心とする以下のような感染対

策を行ってください。

、 共有する物品（テーブル、椅子など）は、定期的に消毒する。

・ 使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。

・ 会議室の換気を徹底する。会議の時間を短くするよう工夫する。

・ 食事、着替え、喫煙などでマスクを着用していない時は､会話を控えるとともに､会話

をする場合は、必ずマスクを着用することを徹底する。

・ 喫煙を含め､休憩･休息をとる場合には､できる限り2mを目安に顔の正面から距離を

確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースや喫煙スペースに入らないよう、

休憩スペースや喫煙スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。

・ 屋内休憩スペースについては､常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。

・ 食堂などで飲食する場合は､利用時間をずらす､椅子を間引くなどにより、顔の正面か

らできる限り2mを目安に距離を確保するよう努める。施設の制約などにより、これが

困難な場合も、人数制限や利用時間をずらすことなどにより、できる限り身体的距離を

． 確保できるように努め、会話を控えるとともに、食事中以外は必ずマスクを着用するこ

とを徹底する。

・ こうした取組に加え､食堂や喫煙所､休憩.休息スペースにおいて密が発生しないよう

配盧する。具体的には､十分な距離を確保できるよう、施設の態様に応じ、あらかじめ目

標とする収容人数を定め、従業員に対し、掲示．各種連絡等で混雑時間帯の利用回避等

を周知する、入場を制限する等により、 目標とする収容人数を超えないよう努める。

へ

○当分の間、感染が拡大している地域への出張等は極力控えてください。どうして

も避けられない場合には、基本的な感染防止策を徹底した上で、出発前検査の実施を

検討してください
､

10
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（案）

県有施設の利用制限について

ロ

令和3年9月29日

総 務 部
ｳ

令和3年9月29日に開催された千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

会議での議論を経て決定されたざ本県の「新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく協力要請等について」を踏まえ、対象施設において、必要な利用制限を

実施します。

記

1 対象期間

令和3年10月1日（金）から10月24B(日）まで

2対象施設(10施設）

幕張メッセ国際展示場、文化会館、博物館、運動施設など

※各施設の利用制限の状況は、別添のとおりです。

なお、今後の感染状況によって、変更する場合があります。

担当：総務部､行政改革推進課
』

電話：043-223-2046
1 一

1
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r－J－ －－斗一

令和3年10月1日以降の県有施設の利用制限について
％

I

19

NC 所在地 施設類型 施設名

制限の内容等

①利用時間の制限
②変更年月日則(見込み）

所管部名
名
先

課
せ

管
合

所
問

1 千葉市 文化会館等 千葉県文化会館
①8時30分～21時30分→8時30分～21時
②10月1日
※チケット発売済は除く

環境生活部
県民生活・文化課
043-223-2406

2 千葉市 文化会館等
青葉の森公園芸術文化
ホール

①8時30分～21時30分→8時30分～21時
②10月1日
※チケット発売済は除く

環境生活部
県民生活・文化課
043-223-2406

3 千葉市 展示場
幕張メッセ国際展示場
(日本コンベンション

センター国際展示場）

①0時～24時→5時～21時
(イベント開催時間の制限）

②10月1日
※チケット発売済は除く

商工労働部
経済政策課
O43-223-2733

4 千葉市

、
I

博物館 千葉県立中央博物館
本館

①9時～16時30分→ 10時～16時30分
②従前の制限内容を継続

教育庁
文化財課
043-223-4127

5 市川市 博物館 千葉県立現代産業科学館 ①9時～16時30分→9時～15時30分
②従前の制限内容を継続

教育庁
文化財課
043-223-4127

6 館山市 文化会館等 千葉県南総文化ホール

/、

①8時30分～21時30分→8時30分～21時
②10月1日
※チケット発売済は除く

環境生活部
県民生活・文化課
043-223-2406

7 木更津市 文化会館等 かずさアカデミアホール
①0時～24時→5時～21時
(イベント開催時間の制限）

②10月1日
商工労働部

企業立地課
043-223-2443

1

8

、

旭市 文化会館等 千葉県東総文化会館

L，
ノ

①8時30分～21時30分→8時30分～21時
②10月1日
※チケット発売済は除く

環境生活部
県民生活・文化課
043-223-2406

9 習志野市 運動施設 千葉県国際総合水泳場 ①9時～22時30分→9時～19時30分一
②従前の制限内容を継続 教育庁

体育課
043-223-4106

､10 我孫子市
文化会館等
／運動施設

千葉県福祉ふれあいプラザ ①9時～21時30分→9時～21時
②10月1日 健康福祉部

高齢者福祉課
043-223-2328
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病床確保計画におけるフェーズについて

令和3年9月29日

千葉県新型コロナウイルス

感染症対策本部

新規感染者数の大幅な減少により、病床の状況に改善がみられている。 、

そのため、 10月1日から、一般医療の抑制を伴う緊急かつ臨時的な段階で

あるフェーズ4から、一般医療との両立を前提としたフェーズ3に移行する

こととする。

なお、今後、 さらに病床の状況に改善がみられる場合には、本部長判断に

より、入院が必要な人は原則として全て入院させるフェーズ2又は1に移行

する。

1 感染症の発生状況について

／

2現状の分析

○新規感染者数については、前週比53％であり、減少傾向にある。

また、人口10万人あたりの新規感染者数及び全療養者数は国指標のステージⅡ

相当に、病床の状況は、ステージⅢ相当に改善されている。

雛胸‘1
1

20

9月28日時点の数値
指標

ステージ、 環溌蕊,澱ス
新規感染者数

(直近7日間平均）

120． 0人

‘ (前週比0． 53）

新規感染者数

(直近7日間合計10万人あたり）
13． 42人

15
E r

人/10万人

／週以上

郵

一

一

《

一

心

一

一

一

浄

》

一

一

麩

》

總

塞

鐸

斗

需

へ

埼

》

篝

好

塞

垂

》

痔

一

手

暮

藷

○
窒
醒
汗
〆
溌
圭

禰
竿

病床のひっ迫具合（病床全体）

(現時点の確保病床数の占有率）

25． 5％ﾖ

(376人／1， 476床）
20％以上

Ⅲ群

股と

Ｆ
Ｆ
、
望
狸
．
＄
帥
革
弓
Ｆ
Ⅱ
鐸
．
・
Ⅱ
Ⅱ
鮴
硯

琴

海

、

蠅

然

小

酔

稔

Ｊ
礎

鐸
一
鋳
鍔
癖

遜
苓
Ｊ
排
至
ご
〃
Ｊ
１
鰯
海
山
．
鐸
財
ｆ
蝉
撚

各

ヱ

ゴ

虫

垂

ざ

蕊

患

蛎

鐙

議

錨

謝

■

■

岬

《

病床のひっ迫具合（重症者用病床）

(現時点の確保病床数の占有率）
ﾗ

ﾖ

2爺． 7％

(41人，/148床)‘，
-20%以上 蕊鍵白

療養者数

(人口1'0万人あたりの全療養者数）
19． 83人

20人/10万人

／週以上 蕊蕊霧琴■
部屋数）

10． 7％ ‐

(149人／1， 390室）



3今後の方針

○これまで、フェーズ4として､緊急的に予定入院・手術の延期等の一般医療の抑制

や、救急医療の制限を行い、病床数を最大限に確保してきたところであるが、病床の

状況が改善されてきたことから、一般医療との両立が可能となるフェーズ3に移行

する。

○フェーズ3への移行日は10月1日とする。

○引き続き、感染者の血中酸素飽和度や基礎疾患などを踏まえた入院の優先度判断

基準に基づき、優先順位をつけた入院を行う。

○なお、今後、さらに病床の状況に改善がみられる場合には、本部長判断により、

入院が必要な人は原則として全て入院させるフェーズ2または1に移行する。

4 これまでの経緯

． 5月28日 ： 現行の病床確保計画を策定

・ 6月7日 ： 全県フェーズ2で運用を開始

・ 7月19日 ： 千葉、東葛南部、東葛北部、印旛、香取海匝及び市原圏域を

フェーズ3へ移行

・ 7月‘29日 ： 山武長生夷隅、安房及び君津圏域をフェーズ3へ移行し、

全県フェーズ3で運用

‘・ ’7月30日 ： 対策本部会議において、今後、入院患者の状況等を総合的に
勘案し、本部長が必要と判断した場合には､フェーズ4に移行

することを決定

・ 8月4日 ： 全県フェーズ4へ移行（その後、順次確保病床数を追加）

【参考】病床確保計画

画鐸

唖

》

睡

如
遙
卵
》
恥

2

｝
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医療提供体制の強化等の取組

令和3年9月29日

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和3年9月9日に対策本部において「医療提供体制等の強化について」を
決定し、 これまで取り組んできた内容は次のとおり。引き続き、県民の安心．
安全の確保のための取組を進めていく。

1 医療提供体制

（1）病床の確保

7月以降の感染の急拡大に対して、 8月4日に病床確保計画の

フェーズ4へ移行。その後、医療機関へ病床の更なる確保を依頼。
【即応病床数】

8月4日 ： 1， 275床→9月28日 ： 1， 476床

（2）入院待機ステーションの設置

救急搬送における入院調整に時間を要する事例に対処するため、
入院先が決まるまでの間、酸素投与等を実施。

【設置場所等】

・ 千葉市内において、 9月5日に設置（10床）

・ 柏市内において、 9月24日に設置（6床）

※現在、感染者数の減少により、両施設とも患者受入れを停止

（3）夜間外来を行う医療機関の確保

夜間の入院調整が困難なため入院先が決まらない患者を一時的に受け
入れ、翌日まで診療（酸素投与等を実施)。

【実施体制等】

。 8月30日から5医療機関で運用

。 引き続き、対応可能な医療機関の確保に努める。

（4）往診体制の強化等

ア医療機関を活用した取組

・ 自宅療養者への往診等について協力を依頼

【対応可能な医療機関等（9月28日現在)】

口医療機関 583 口訪問看護事業所 193

・ 医療機関が往診等を行う場合に支給する協力金についての予算を
増額

・ 訪問看護事業所が訪問看護を行う場合の協力金制度を創設

イ民間事業者を活用した取組

民間事業者へ委託し、夜間・休日の往診やオンライン診療の実施体制
を強化（9月10日から）

1
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ウ在宅酸素療法への対応

・ 自宅における酸素療法の実施体制の確保

【対応可能な医療機関等（9月28日現在)】

口医療機関 173 口訪問看護事業所 125

・ 県で酸素濃縮装置を確保し、医療機関が装置を確保できない場合

に貸出しを行う。

【県での確保数】

50台（9月28日現在)。更なる確保を図る。

（5）宿泊療養施設の拡充

確保室数 1， 017室→ 1， 390室（9月28日現在）

・ 9月15日から、柏市が運営する新たな宿泊療養施設（ホテル

ルートイン柏南）が療養者の受入れを開始（170室）

・ 9月24日から、千葉市が運営する新たな宿泊療養施設（クミラン

パークホテルパネックス千葉）が療養者の受入れを開始（67室）

・ 9月27日から、県が運営する新たな宿泊療養施設（ホテル

ユーラシア舞浜アネックス）が療養者の受入れを開始（141室）

（6）中和抗体薬による治療

・ 県内72医療機関で実施

2健康観察等

（1 ） 自宅療養者フォローアップセンターの開設

保健所のマンパワーを重症化リスクの高い方への対応により集中する

ため､健康観察業務や病床調整業務を支援する自宅療養者フォローアップ

センターを開設（9月1日から）

（2）パルスオキシメーターの更なる確保

自宅療養者の症状把握に必要なパルスオキシメーターの更なる確保。

【県での確保数】

10,000台(4/23)→21,000台(9/24)→25,000台(9月末）

（3）配食サービスの強化

申し込みの増加に対応すべく、 申込手続きの見直しを行うとともに、

配達能力を強化した。

【配達能力】

1.00件程度／日→500件程度／日

、

2
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（4）保健所の人員確保

・ 県職員の応援派遣（1日あたり最大161人）

・ 市町村からの応援職員の受入（1日あたり最大22市町81人）

・ 人材派遣会社の活用（看護師・事務職等あわせ約250人を順次

配置）

（5）市町村との連携

自宅療養者が急増したことから、感染者への支援を充実させるため、

市町村と覚書を締結し、患者情報等を共有し、県と市町村で連携して自宅

療養者等に対する健康観察及び生活支援等を実施。

【覚書の締結数】

31市町村（9月26日時点）

１

3 ワクチンについて
【

（1）県の職域接種

9月7日開始。公立‘私立学校の教員、児童相談所の職員などを優先的

に接種している。

（2）県民対象の集団接種

「千葉県ワクチン接種センター」を9月19日 （日曜日）から設置。

妊婦の優先枠を設定している。

（3）ワクチンの接種状況について（市町村の接種状況を含む）

別紙のとおり。

（

3
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圃歴］別紙新型コロナウイルスワクチンの接種について

1 高齢者（65歳以上）へのワクチン接種状況（令和3年9月28日現在）
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新型コロナウイルスワクチンの接種について
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新型コロナウイルスワクチンの接種について

100,鼎本県の接種率及び接種数の推移(令和3年9月28日現在） (％）
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VRSへの接種記録登録は、接種日当日ではなく後日行われることもあるため、過去の接種日の件数：過去の接種日の件数も遅れて増加することがある。

L

新型コロナウイルスワクチンの接種について

県内の職域接種の状況
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1

緊急事態宣言解除後の県立学校の対応について

令和3年9月29日

‘ 教育庁

引き続き感染症対策を徹底した上で、原則として通常の教育活動を実施する

感染リスクの高い活動については､活動内容や方法を工夫すこととし、

より、感§感染

ることに

拡大防止に努める。

分散登校、時差通学及び短縮日課について

原則として通常日課とするが､地域の感染状況や交通事情等により、学校長

1

の判断で、必要に応じて、時差通学及び短縮日課を実施する。

正

学習活動について

引き続き感染症対策を徹底し、学びを継続する。

2

感染リスクの高い活動の実施に当たっては､感染拡大防止の観点から活動の

内容や方法を工夫する。

学校行事について

引き続き感染症対策を徹底し､学校行事の実施に当たっては､感染拡大防止

3
I

の観点から、活動の内容や方法を工夫するとともに、 学外の参加者について、

行事の趣旨や目的を踏まえて、制限を設ける。

修学旅行の実施に当たっては、感染リスクを低減するため、学外の不特定

多数の者に接触する機会を可能な限り減らすとともに、旅行先や宿泊場所, ・

日数などの旅行行程を工夫する。

部活動について

引き続き感染症対策を徹底し､部活動ガイドライン及び各学校の活動方針に

4

基づき、実施する。

ただし、_1_Q月14B(木）までの2週間は移行期間として、平日は放課後

のみ90分以内とする。

！
'

※特に高校生に対し､次のような場面を避けるよう､引き続き指導を徹底する。

･登下校時における飲食店や遊興施設への立ち寄り ・

・部室や更衣室等の密になりやすい空間でのマスクを外した会話や飲食

’
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引き続き、感染対策の徹底をお願いします
千葉県への緊急事態宣言は９月３０日で解除されますが、医療提供体制は改善しつつあるも
のの十分とは言えません。新型コロナウイルス感染症が終息したわけではありません。引き続
き、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動するなど、基本的な感染防止行動の継続
をお願いします。

ワクチン接種後でも、注意が必要です！

公開

ワクチンの予防効果にも限界があり、ワクチン接種後に感染したり、人に感染させて
しまうことがあります。 ワクチン接種後も、「マスクの着用」「手洗い・消毒」「換気の
徹底・密の回避」などの基本的な感染対策を徹底しましょう。

①「確認店」(県が基本的な感染防止対策の遵守を確認した飲食店)は、営業時間は２１時まで、
酒類の提供は２０時まで

②「認証店」(県独自の厳しい基準を満たす飲食店)は、時短・酒類提供停止の要請なし

③その他の店舗は、営業時間２０時まで、酒類提供停止を要請

ただし、いずれも同一グループ４人以内、かつ同一テーブル４人以内とします。

飲食店の営業時間・酒類提供については、次のとおり要請しています。

認証店、確認店などの感染症対策が徹底されている飲食店をご利用ください。



 

 

令和３年９月２９日  

 

市施設の利用制限について（案） 

 

緊急事態宣言措置の終了を受けた千葉県の協力要請の変更に基づき、市施設の利用

制限を次のとおりとする。 

なお、各施設においては、引き続き、感染症拡大防止のための取組みを行うことと

し、利用人数、時間等を制限する場合には、市ホームページで広報する。 

 

１ 制限の内容（全施設共通） 

  ２１時以降の利用停止 

 

２ 期間 

  １０月１日（金）から１０月２４日（日）まで 

 

公開 



千葉駅周辺 感染拡大前 ＊1 時短要請前 ＊2 12/21～12/27 12/28～1/3 1月平均(1/4～) 2月平均
3/1～3/21

(平均)
3/22～4/25

(平均)
4/26～5/2 5/3～5/9

5/10～5/30
(平均)

15時台 1.15 1.00 1.03 0.66 0.91 0.92 0.95 0.98 0.87 0.70 0.94
19時台 1.31 1.00 0.98 0.62 0.75 0.79 0.83 0.94 0.83 0.67 0.81
21時台 1.34 1.00 0.92 0.60 0.65 0.68 0.73 0.84 0.74 0.62 0.72

千葉駅周辺
5/31～6/27

（平均）
6/28～7/25

（平均）
7/26～8/1 8/2～8/8 8/9～8/15 8/16～8/22 8/23～8/29 8/30～9/5 9/6～9/12 9/13～9/19 9/20～9/26

15時台 0.95 0.91 0.91 0.86 0.68 0.79 0.83 0.83 0.85 0.88 0.81
19時台 0.85 0.83 0.81 0.75 0.57 0.69 0.76 0.71 0.73 0.80 0.72
21時台 0.74 0.77 0.74 0.68 0.61 0.63 0.71 0.67 0.68 0.74 0.69

（速報値）

データ提供元：株式会社 Agoop

人流データ　9月26日（日）時点
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＊1 新型コロナウイルス感染症対策室(内閣官房)のウェブサイトに準拠し、2020/1/18～2/14の平均値と基準値＊2との割合とする。

＊2 2020/12/14～2020/12/20の平均とし、この数値を基準とする。（参考）時短要請前の土日のみの場合は、15時：0.80、19時：0.86、21時：0.89。

＊3 月~日を1週間とし、その平均値と基準値＊2との割合とする。

緊急事態宣言（千葉県）：1/8～3/21、8/2～ まん延防止等重点措置（千葉市）：4/28～8/1

人流データ（千葉駅周辺の人の流れを1週間単位で集計したもの） 公 開
令和3年9月29日

総 合 政 策 部


